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門
要
約
】
　
一
〇
世
紀
半
ば
に
編
纂
さ
れ
た
と
さ
れ
る
ビ
ザ
ン
ツ
の
百
科
事
典
『
ス
ー
ダ
』
は
、
四
世
紀
末
の
下
官
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
の
時
代
に
、
室
宮
が

階
級
と
し
て
発
展
し
た
こ
と
を
伝
え
る
が
、
先
行
研
究
中
で
こ
の
箇
所
が
精
査
さ
れ
た
こ
と
は
皆
無
に
近
い
。
そ
こ
で
本
稿
は
、
こ
の
『
ス
ー
ダ
』
の
記

述
を
手
掛
か
り
に
、
四
世
紀
末
の
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
の
影
響
下
に
重
弁
が
い
か
に
し
て
階
級
と
し
て
の
発
展
の
契
機
を
掴
ん
だ
か
と
い
う
問
題
意
識
の
も

と
、
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
が
下
官
と
し
て
行
な
っ
た
行
政
改
革
の
検
討
に
基
づ
き
宣
官
権
力
の
確
立
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
研
究
史
上
の
画

期
と
な
っ
た
蓉
頃
。
℃
賦
器
の
富
官
モ
デ
ル
に
対
す
る
問
題
提
起
を
も
試
み
た
。
本
稿
で
の
検
討
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
次
の
三
点
で
あ
る
。

第
一
、
姫
宮
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
は
宮
内
長
官
と
し
て
帝
国
東
部
宮
廷
に
お
け
る
政
策
決
定
に
深
く
関
与
し
た
が
、
そ
れ
は
か
っ
て
ギ
ボ
ン
が
軽
侮
し
た
ご

と
く
宙
官
の
私
利
私
欲
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
第
二
、
宙
官
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
は
、
道
長
官
か
ら
官
房
長
官
へ
権
限
移
譲
と
い
う
改
革
を
通
じ
、

皇
帝
顧
問
会
議
の
全
体
を
自
ら
の
権
力
下
に
置
き
、
帝
国
財
政
を
～
手
に
掌
握
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
寅
官
に
な
り
さ
え
ず
れ
ば
帝
国
の
莫
大
な
寓
へ
の

接
触
機
会
が
得
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
広
く
世
に
知
ら
し
め
た
。
第
三
、
皇
帝
家
の
寅
官
利
用
の
理
由
に
つ
い
て
、
奴
隷
（
宙
官
）
所
有
の
意
味
と
当
時

の
社
会
状
況
と
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
寓
。
℃
ズ
ぎ
。
。
の
宙
官
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
は
説
明
さ
れ
え
な
い
、
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
時
代
に
固
有
の
下
官
増
加
の
理

由
を
説
明
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
九
五
巻
二
号
　
二
〇
＝
年
三
月

は
じ
め
に
…
ビ
ザ
ン
ツ
画
図
の
「
祖
型
」
エ
ウ
ト
q
ピ
オ
ス

ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
主
要
な
歴
史
的
特
質
と
い
わ
れ
る
も
の
の
う
ち
、
な
か
ん
ず
く
同
時
代
の
西
欧
世
界
と
比
し
て
、
そ
の
社
会
の
特
異
性
を
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①

際
立
た
せ
る
特
徴
の
一
つ
が
宙
官
の
存
在
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
に
属
す
る
が
、
こ
の
宙
官
に
つ
い
て
、
一
〇
世
紀
後
半
に
編
纂
さ
れ
た

と
み
ら
れ
る
ビ
ザ
ン
ツ
の
百
科
事
典
『
ス
ー
ダ
』
の
「
宙
官
」
の
項
目
は
次
の
ご
と
く
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
〔
哲
学
者
〕
エ
ピ
ク
ロ
ス

の
言
葉
に
よ
っ
て
精
神
を
脆
弱
た
ら
し
め
ら
れ
た
男
（
も
し
そ
の
者
が
男
で
あ
る
こ
と
を
我
々
が
認
め
る
な
ら
ば
だ
が
）
の
ご
と
き
も
の
が
い
た
。

〔
中
略
〕
若
き
皇
帝
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
〔
二
世
〕
は
、
宮
内
長
官
ア
ン
テ
ィ
オ
コ
ス
に
対
す
る
怒
り
ゆ
え
に
、
宙
官
が
バ
ト
リ
キ
ウ
ス
（
名
誉
顕
官
）

と
な
る
こ
と
を
禁
ず
る
命
令
を
発
し
た
。
そ
こ
で
直
ち
に
宮
内
長
官
ア
ン
テ
ィ
オ
コ
ス
は
宮
職
か
ら
降
ろ
さ
れ
、
〔
財
産
は
〕
国
庫
に
没
収
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

司
祭
た
ち
の
な
か
へ
と
配
置
さ
れ
〔
司
祭
に
さ
れ
て
〕
、
非
難
さ
れ
つ
つ
奉
献
へ
と
〔
加
わ
っ
た
〕
。
」
こ
こ
で
言
及
さ
れ
る
ア
ン
テ
ィ
オ
コ
ス
は

ペ
ル
シ
ア
生
ま
れ
の
窟
官
で
、
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
ニ
世
の
宮
廷
で
宮
内
長
官
（
箕
器
℃
。
q
。
ぎ
q
。
。
。
蝉
巳
ε
玄
∩
島
）
と
な
り
、
『
ス
ー
ダ
』
の
伝
え
る
ご

と
く
バ
ト
リ
キ
ウ
ス
の
位
を
え
て
い
た
人
物
で
あ
る
が
、
そ
の
経
歴
は
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
ニ
世
の
父
ア
ル
カ
デ
ィ
ウ
ス
時
代
の
宮
廷
に
お
い
て
始

ま
り
、
当
時
同
じ
く
宮
内
長
官
と
し
て
同
上
の
信
任
を
え
て
い
た
宙
官
ヨ
ア
ン
ネ
ス
の
も
と
で
、
早
く
も
侍
従
と
し
て
政
治
や
行
政
に
容
了
し

　
　
　
　
　
　
　
③

て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
上
記
『
ス
ー
ダ
』
の
伝
え
る
ア
ン
テ
ィ
オ
コ
ス
の
姿
は
、
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
ニ
里
下
で
宙
官
が
爵
位
と
し
て
最
高
位
の
バ

ト
リ
キ
ウ
ス
を
え
、
私
有
財
産
を
蓄
積
し
、
さ
ら
に
は
皇
帝
を
憤
激
せ
し
め
る
ほ
ど
の
立
場
を
築
く
こ
と
が
で
き
た
事
実
を
示
し
て
お
り
、
に

も
か
か
わ
ら
ず
当
の
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
ニ
世
が
引
き
続
き
墨
書
ク
リ
ュ
サ
フ
ィ
オ
ス
を
重
用
し
た
こ
と
は
、
当
該
時
期
に
お
け
る
宙
官
の
存
在
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

重
要
性
を
よ
く
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
嘱
目
さ
れ
る
べ
き
は
、
ア
ン
テ
ィ
オ
コ
ス
の
経
歴
が
ア
ル
カ
デ
ィ
ウ
ス
の
時
代
に
始

ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
ア
ル
カ
デ
ィ
ウ
ス
治
下
の
宙
官
と
し
て
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
で
、
そ
の
生
年
は
不
明
で
あ
る
が
ア
ル
メ
ニ
ア
系

出
自
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
奴
隷
と
し
て
売
ら
れ
て
幾
人
か
の
主
人
に
仕
え
た
の
ち
、
や
が
て
奴
隷
身
分
か
ら
解
放
さ
れ
、
テ
オ
ド
シ
ウ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ス
［
世
治
下
の
三
九
五
年
に
は
宮
内
長
官
と
な
っ
て
政
敵
ル
フ
ィ
ヌ
ス
を
追
い
落
と
し
、
三
九
八
年
に
バ
ト
リ
キ
ウ
ス
の
位
を
え
、
翌
三
九
九

年
に
は
ロ
ー
マ
帝
国
史
上
唯
一
に
し
て
初
め
て
宙
官
で
コ
ン
ス
ル
に
就
任
し
た
が
、
同
年
失
脚
し
処
刑
さ
れ
た
。
彼
は
史
家
に
よ
っ
て
長
ら
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ビ
ザ
ン
ツ
宙
官
の
典
型
と
み
な
さ
れ
、
そ
の
権
力
の
大
き
さ
ゆ
え
彼
の
生
き
た
時
代
は
「
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
体
制
」
の
時
代
と
呼
ば
れ
た
。
こ
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の
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
に
つ
い
て
も
『
ス
ー
ダ
蝋
に
一
項
目
が
立
て
ら
れ
、
彼
に
帰
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
悪
行
と
そ
の
経
歴
と
が
略
述
さ
れ
る
と

と
も
に
、
「
そ
の
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
の
時
代
に
宙
官
の
階
級
は
（
さ
6
く
巴
く
0
6
×
ε
く
お
く
。
の
）
、
彼
の
重
要
性
と
権
力
と
の
ゆ
え
に
か
ほ
ど
の
多

数
に
ま
で
増
加
し
拡
大
し
た
結
果
、
既
に
髭
を
蓄
え
て
い
る
者
た
ち
の
幾
人
か
で
さ
え
宙
官
に
な
る
こ
と
を
欲
し
、
彼
ら
は
ふ
ぐ
り
と
と
も
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

そ
の
生
命
ま
で
も
奪
わ
れ
た
。
」
と
あ
っ
て
、
四
世
紀
末
の
帝
国
東
部
宮
廷
に
お
け
る
転
官
の
拡
大
発
展
、
そ
れ
に
応
じ
た
宙
官
志
願
者
の
増

加
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
や
去
勢
手
術
の
失
敗
に
よ
る
悲
惨
を
伝
え
て
い
る
。

　
こ
こ
に
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
の
存
在
を
契
機
と
し
て
宙
官
階
級
の
飛
躍
的
な
発
展
が
み
ら
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
点
は
重
要
で
あ
っ
て
、
先
述

の
ア
ン
テ
ィ
オ
コ
ス
も
こ
の
時
代
に
か
く
叢
生
せ
る
軍
官
の
一
人
で
あ
っ
た
。
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
以
前
の
後
期
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
い
て
、
皇
帝

側
近
と
し
て
政
治
の
実
権
を
握
っ
た
宙
官
に
は
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
ニ
世
治
下
の
エ
ウ
セ
ビ
オ
ス
や
ユ
リ
ア
ヌ
ス
治
下
の
エ
ウ
テ
リ
オ
ス
ら

が
知
ら
れ
て
お
り
、
彼
ら
が
い
ず
れ
も
宮
内
性
理
と
し
て
帝
国
東
部
宮
廷
に
お
け
る
宙
官
の
地
位
を
漸
次
高
め
る
に
大
小
の
貢
献
を
な
し
た
の

で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
し
か
る
に
、
彼
ら
で
さ
え
未
だ
イ
ッ
ル
ス
ト
リ
ス
級
の
元
老
院
議
員
身
分
に
は
覆
せ
ら
れ
ず
、
ま
た

『
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
法
典
隔
所
収
の
法
律
史
料
か
ら
、
宮
内
長
官
は
三
八
○
年
代
以
降
に
な
っ
て
初
め
て
こ
の
最
高
位
の
身
分
（
イ
ッ
ル
ス
ト
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

ス
級
）
に
達
し
え
た
事
実
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
は
、
と
も
に
上
に
引
い
た
『
ス
ー
ダ
』
の
記
述
の
信
葱
性
を
高
か
ら
し
め
、
も
っ
て
エ
ウ
ト
ロ

ピ
オ
ス
の
時
代
こ
そ
真
に
ビ
ザ
ン
ツ
宙
官
の
歴
史
に
決
定
的
な
一
時
期
を
画
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
知
せ
し
め
る
。
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス

以
前
の
卑
官
た
ち
の
活
動
の
場
が
影
の
世
界
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
彼
の
出
現
に
よ
っ
て
初
め
て
蓮
宮
は
政
治
の
表
舞
台
へ
と
躍
り
出
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
「
集
団
」
や
「
種
族
」
な
ど
と
も
解
し
う
る
ギ
リ
シ
ア
語
の
「
エ
ト
ノ
ス
（
伽
①
く
。
の
）
」
を
、
こ
こ
で
あ
え
て
「
階
級
」

　
　
　
　
　
　
　
⑪

と
訳
す
所
以
で
あ
る
。

　
で
は
、
階
級
と
し
て
の
宙
官
が
『
ス
ー
ダ
』
に
伝
わ
る
ご
と
く
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
の
時
代
に
お
い
て
大
き
な
発
展
を
遂
げ
た
の
は
果
た
し
て

な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
は
こ
の
疑
問
に
対
し
、
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
が
野
宮
と
し
て
行
な
っ
た
政
策
の
検
討
に
基
づ
き
、
一
つ
の
試
論
を
提
示

す
べ
く
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
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※
雑
誌
の
略
号
は
ト
、
ミ
ミ
§
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ミ
ご
、
禽
§
ミ
に
従
っ
た
。
ま
た
、
〉
・
類
．
護
こ
。
器
q
・

　
簿
四
　
↓
曹
ぎ
物
魯
§
電
駄
導
Q
卜
黛
、
ミ
鵠
も
ミ
§
肉
ミ
男
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馬
奔
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蝿
象
－
賠
鈎
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跡
押
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恥
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Φ
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固
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鴨

　
ト
ミ
ミ
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§
§
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ミ
矯
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出
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・
認
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総
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＜
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お
略
∩
o
ヨ
鐸
達
α
q
ρ
6
Q
。
O
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そ
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れ
譲
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一
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謀
沁
肉
b
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略
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な
お
、
亀
甲
括
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内
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の
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で
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建
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o
冨
轡
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↓
為
鴨
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さ
ミ
專
ミ
ぎ
暮
ミ
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§
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軌
、
ミ
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ミ
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ミ
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ミ
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ミ
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朝
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山
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、
9
日
置
臥
瓢
q
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O
O
c
。
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0
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。
φ
和
田
廣
「
中

　
世
ビ
ザ
ン
ツ
宮
廷
に
お
け
る
宙
官
に
つ
い
て
扁
魍
社
会
文
化
史
学
㎞
三
一
、
一
九

　
九
一
二
年
、
　
一
1
～
一
頁
。
和
田
展
「
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
論
」
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史

　
八
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
、
二
九
五
…
竺
二
六
頁
。
和
田
廣
『
史
料
が
語
る

　
ビ
ザ
ン
ツ
世
界
島
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
、
四
三
－
七
七
頁
。
井
上
浩
一

　
門
ビ
ザ
ン
ツ
　
文
明
の
継
承
と
変
容
㎞
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
、

　
二
〇
七
一
八
二
頁
。
J
・
ヘ
リ
ン
（
井
上
浩
一
監
訳
）
『
ビ
ザ
ン
ツ
驚
く
べ
き

　
中
世
帝
国
㎞
白
水
社
、
二
〇
一
〇
年
、
二
㎝
＝
1
三
三
頁
。
但
し
寅
官
の
存
在
自

　
体
は
帝
政
後
期
以
前
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
。
即
G
∩
団
3
ρ
》
ミ
ミ
ミ
ミ
嵩
犠
㌧
ミ
ミ
僑

　
ミ
偽
、
O
ミ
面
出
薦
ミ
防
ミ
噂
○
×
｛
O
門
創
■
一
ゆ
①
0
◎
¶
刈
ω
．
和
田
　
（
二
〇
〇
山
ハ
年
）
　
四
五
頁
。
井
上

　
（
二
〇
〇
九
年
）
二
三
二
頁
。

②
｝
〉
亀
q
Φ
F
象
ミ
ミ
ト
ミ
亀
、
斜
q
。
窪
聞
耳
◎
q
婁
㍉
霧
8
潤
ω
8
吟
こ
の
箇
所
に
つ

　
い
て
『
ス
～
ダ
㎞
が
ア
ン
テ
ィ
オ
コ
ス
に
関
す
る
情
報
を
六
世
紀
の
ヨ
ハ
ネ
ス
・

　
マ
ラ
ラ
ス
五
一
年
代
記
』
（
ζ
鉱
地
胆
O
ミ
§
・
峯
H
μ
∩
h
誉
§
ミ
蹄
さ
ミ
ミ
鳴

　
○
ミ
§
§
ミ
黛
器
∩
①
蕊
巳
斤
H
o
母
5
窃
9
ニ
ヨ
’
し
口
①
島
炉
8
0
ρ
鱒
Q
。
｝
．
↓
ぎ

　
O
ミ
ミ
§
龍
ミ
智
ぎ
§
ミ
暑
’
㌶
睾
p
ξ
即
｝
Φ
鍵
超
q
・
①
伴
鈴
、
寓
①
ξ
o
全
史
Φ
1

　
6
0
。
①
篇
O
N
）
か
ら
え
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
内
容
に
照
ら
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。

　
∩
h
Q
の
掃
ρ
霞
①
×
卿
轡
ゆ
p
鼠
出
剛
’
b
5
賦
。
〔
7
臣
子
①
津
西
唱
。
。
・
一
露
。
・
、
⇔
9
℃
㎝
ρ

　
一
Φ
㊤
O
レ
Q
。
ρ
ア
ン
テ
ィ
オ
コ
ス
以
後
、
宙
窟
が
バ
ト
リ
キ
ウ
ス
と
な
る
の
は
六
世

　
紀
の
ナ
ル
セ
ス
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
∩
h
囲
O
β
籠
碧
9
↓
ミ
題
ミ
誉
、
N
？

　
ぎ
議
§
、
、
§
S
㌣
馬
ミ
N
§
ミ
ミ
［
o
浮
匙
。
罫
6
♂
¶
ぐ
貝
置
S
O
冨
男
望
Φ
×
印

　
ロ
コ
四
鼠
鵠
（
お
㊤
①
）
同
。
。
⑳
バ
ト
リ
キ
ウ
ス
に
つ
い
て
簡
略
に
は
、
》
．
コ
α
Q
勉
鉱
♀
卜
、

　
§
愚
馬
越
さ
誌
、
焼
§
（
撃
恥
℃
軌
）
噂
ぽ
門
賞
b
。
Φ
鋭
．
」
Φ
認
噂
ω
臨
喝
．

③
ア
ン
テ
ィ
ォ
コ
ス
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
㌔
卜
勘
吋
卜
。
．
δ
H
山
但
し
、

　
9
霧
躍
①
×
俸
。
口
9
銭
凶
ロ
（
冨
㊤
①
）
を
も
参
照
。

④
ψ
門
。
話
冨
郎
↓
ぎ
肉
§
ミ
鳶
§
ミ
§
ミ
謹
ミ
旨
煮
§
軸
職
肋
ミ
篭
。

　
び
。
”
島
。
コ
俸
Z
①
ミ
k
o
鱒
』
O
O
Q
。
緊
心
ρ
本
陣
に
つ
い
て
は
、
短
評
㎎
立
命
館
史
学
㎞

　
三
〇
、
一
一
〇
〇
九
年
、
五
五
i
九
頁
を
も
参
照
。

⑤
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
隷
沁
投
了
。
添
お
み

⑥
ル
フ
ィ
ヌ
ス
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
爾
倭
臣
ル
フ
ィ
ヌ
ス
㎞
像
の
形
成
と
継
承
」

　
『
西
洋
史
学
睡
二
三
四
、
二
〇
〇
九
年
a
、
八
九
－
一
〇
七
頁
及
び
拙
稿
「
オ
リ

　
エ
ン
ス
管
区
総
監
ル
キ
ア
ノ
ス
処
刑
事
件
」
㎎
史
林
』
中
門
ー
四
、
二
〇
〇
九
年

　
b
、
六
七
〇
1
九
八
頁
。

⑦
E
・
ギ
ボ
ン
（
朱
牟
田
夏
雄
訳
）
㎎
ロ
ー
マ
帝
国
衰
亡
黒
鳥
㎞
ち
く
ま
学
芸
文

　
庫
、
～
九
九
六
年
。
、
一
＝
一
頁
。
ま
た
、
ビ
ザ
ン
ツ
窟
官
研
究
の
碩
学
知

　
〇
二
煙
霧
窪
は
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
に
「
か
の
有
名
な
」
と
の
形
容
詞
を
頻
繁
に
付

　
す
（
∩
h
閻
の
三
翫
”
血
、
沁
題
ぎ
§
瀞
鳴
勉
物
ミ
、
塁
駐
物
ミ
ミ
貯
℃
嵩
ミ
N
§
ミ
N
塁
栂
。
ヨ
．

　
押
〉
ヨ
。
・
冨
鼠
m
鼻
一
霧
N
ミ
刈
魍
b
。
刈
9
。
。
も
。
監
n
魍
ω
切
G
日
．
）
。
他
に
も
、
増
田
義
郎
「
世
界
史

　
の
中
の
宙
官
」
三
田
村
泰
助
『
宙
官
㎞
中
公
文
庫
、
二
〇
〇
三
年
、
二
四
五
頁
。

　
和
田
旗
門
窪
官
…
資
格
不
要
の
職
業
」
㎎
地
中
海
研
究
所
紀
要
（
W
E
B
版
）
』

　
二
、
二
〇
〇
四
年
、
八
O
l
二
頁
。
和
田
（
二
〇
〇
六
年
）
五
〇
…
二
頁
。
井
上

　
（
二
〇
〇
九
年
）
二
三
五
…
八
頁
。

⑧
冒
桑
中
ρ
⑩
＄
O
§
§
§
口
置
、
馬
ミ
恥
ミ
§
、
軽
§
ミ
受
∩
騨
ヨ
σ
＆
α
Q
や

　
お
O
p
◎
H
H
P
冒
¢
σ
．
切
¢
曙
ミ
無
。
塁
庶
、
ぎ
ト
ミ
ミ
肉
も
ミ
§
肉
ミ
S
篤
ミ
＜
o
＝
、

　
ピ
。
⇒
恥
。
づ
レ
露
ω
’
に
9
冒
顕
≦
．
O
．
鑓
①
冨
。
。
9
器
貫
目
ミ
ぎ
篭
§
窃
§
織
し
ご
帖
罫
愚
鉾

　
O
×
剛
O
門
9
6
㊤
｝
噌
Φ
0
山
O
ω
’
ζ
・
囚
巳
貯
O
≦
匂
噂
ぼ
．
肉
O
ミ
驚
、
恥
O
ミ
ミ
q
　
さ
塗
■
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9
ヨ
算
鼠
G
q
ρ
b
。
8
刈
」
爵

⑨
〉
巳
霞
（
δ
9
）
図
ω
ミ
メ
引
用
箇
所
は
、
七
世
紀
の
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
の
ヨ

　
ハ
ネ
ス
著
『
年
代
記
㎞
か
ら
の
抜
粋
（
∩
貼
．
　
》
α
一
①
同
　
（
H
Φ
①
刈
）
竜
㌻
a
酵
図

　
ω
謡
刈
．
）
に
続
く
部
分
で
、
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
の
同
時
代
人
で
あ
る
四
世
紀
の
サ

　
ル
デ
ィ
ス
の
エ
ウ
ナ
ビ
オ
ス
の
著
作
（
団
毒
睾
ミ
①
q
．
刈
．
）
に
依
拠
し
た
と
さ
れ

　
る
（
ほ
ぼ
同
｛
の
内
容
が
〉
亀
㊤
（
這
①
団
）
図
。
。
Φ
刈
に
も
み
ら
れ
る
）
。
∩
h
野

　
田
。
∩
置
2
．
§
鳴
ざ
ミ
§
ミ
ミ
O
、
禽
§
ミ
薦
ミ
笥
。
誌
§
物
庶
ミ
鴨
ト
ミ
ミ

　
沁
。
§
§
国
ミ
鷺
舜
＜
o
ピ
b
。
噛
ζ
ぐ
①
ぞ
8
ピ
乙
。
。
ω
¶
ゆ
。
。
φ
O
．
ゆ
甕
ぎ
団
蔦
冨
慧
富
¶

　
曽
貯
。
窟
自
配
属
聾
①
Q
D
鴬
量
’
肉
神
ミ
H
ω
9
一
㊤
O
卜
。
’
ω
Φ
㎝
幽
類
匂
。
3
0
冨
コ
、
O
臼

　
肉
ミ
ミ
魯
き
爵
詠
驚
ミ
、
以
下
、
Q
D
葺
算
α
Q
恥
拝
H
Φ
Φ
ρ
鱒
卜
。
卯
こ
こ
で
は
、
四
世
紀
の
認
識

　
が
一
〇
世
紀
に
お
い
て
も
そ
の
ま
ま
受
容
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ

　
る
。
ヌ
…
ダ
㎞
成
立
の
時
代
背
景
に
つ
い
て
は
、
勺
．
ド
。
ヨ
巴
ρ
密
㌣
§
誉
、

　
ミ
ミ
斡
§
譜
ミ
鳴
ミ
N
§
ミ
下
田
臥
q
。
’
H
Φ
β
’
卜
。
鶏
1
ω
O
ρ

⑩
　
諸
家
の
見
解
に
は
多
少
の
根
岸
が
あ
る
が
ハ
概
ね
、
宮
内
長
官
は
少
な
く
と
も

　
三
八
四
年
に
は
イ
ッ
ル
ス
ト
リ
ス
級
に
列
せ
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
史
料
上

　
固
有
名
と
し
て
初
見
す
る
の
は
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
で
あ
る
。
∩
同
訓
9
鉱
勉
や

　
9
①
○
憩
∩
㊦
◎
胤
窪
①
O
鵠
⇒
仙
∩
甥
鋤
日
げ
①
肖
｝
m
貯
冒
聾
①
冒
緯
賃
力
O
ヨ
ロ
コ
鋤
づ
α

　
c
d
養
磐
仲
貯
①
国
ヨ
実
話
・
。
、
〉
．
じ
d
o
”
ズ
即
脚
O
賃
三
ぞ
一
↓
ミ
も
⑦
ミ
ミ
題
篤
匿
ト
ミ
ミ

　
肉
侮
ミ
§
軸
ミ
ミ
懸
絶
N
ミ
ミ
謹
肉
ミ
腎
マ
舞
ぴ
。
づ
山
。
戸
6
卜
。
タ
一
〇
。
ω
よ
’
6
甲
○
。
■

　
Ω
巨
『
盈
（
ち
♂
）
≦
ニ
ホ
山
蕊
も
．
O
曙
9
両
§
§
隷
§
ミ
吻
ω
ミ
§
§
§
儀

　
ぎ
誉
駐
§
ミ
ミ
織
ミ
讐
§
遵
曹
ヤ
ミ
ミ
物
き
§
臥
隷
、
§
■
q
。
舞
伸
Q
q
罠
払
O
。
。
ρ

第
【
章
問
題
の
所
在

　
｝
ω
甲
メ
F
・
テ
ィ
ン
ネ
フ
ェ
ル
ト
（
弓
削
達
訳
）
『
初
期
ビ
ザ
ン
ツ
社
会
』
岩
波

　
書
店
、
一
九
八
四
年
、
七
　
頁
。
霞
．
≦
鋤
篇
9
．
N
＝
ヨ
隣
償
コ
g
7
⑩
5
≦
Φ
白
。
o
渉
冒

　
じ
⇔
三
目
N
■
O
篭
§
、
ω
O
仲
ω
一
」
㊤
㊤
9
ω
輿
国
≦
銭
p
d
げ
巴
Φ
撃
づ
α
q
聲
N
儲
∋

　
団
＝
瓢
碧
望
事
ミ
Φ
㎝
2
”
ヨ
q
・
℃
騨
塁
昌
寄
づ
億
コ
α
げ
団
N
舞
二
三
∩
冨
コ
穴
巴
N
①
臣
。
購
、

　
導
N
§
職
ミ
逡
ぎ
郎
§
ミ
噂
一
9
卜
。
O
O
ρ
ω
㊤
9
和
田
（
二
〇
〇
四
年
）
七
九
頁
。
和
田

　
（
二
〇
〇
⊥
ハ
年
）
　
γ
五
剛
四
百
ハ
。
同
O
償
α
q
甥
①
H
（
N
O
O
C
Q
）
心
一
マ

⑪
本
稿
で
い
う
「
エ
ト
ノ
ス
」
の
訳
語
と
し
て
の
「
階
級
」
は
、
後
期
ロ
ー
マ
帝

　
国
の
行
政
組
織
の
な
か
で
確
固
と
し
た
位
色
を
え
た
利
害
や
性
質
を
同
一
に
す
る

　
人
び
と
の
総
体
の
意
で
あ
り
、
か
か
る
も
の
と
し
て
宙
官
の
「
エ
ト
ノ
ス
」
を
捉

　
え
る
こ
と
に
よ
り
、
の
ち
の
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
に
お
い
て
、
例
え
ば
九
世
紀
の
官
職

　
表
『
ク
レ
ー
ト
四
温
ギ
オ
ン
』
中
で
軍
官
の
就
任
し
う
る
官
職
が
独
立
の
～
章
を

　
も
っ
て
記
述
さ
れ
る
ご
と
き
存
在
と
な
る
こ
と
（
例
え
ば
、
井
上
（
二
〇
〇
九

　
年
）
一
＝
一
〇
1
四
頁
）
へ
の
橋
渡
し
と
な
す
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。
無
論
、

　
「
階
級
」
と
い
う
用
語
に
完
壁
な
定
義
を
与
え
る
こ
と
は
、
過
去
の
学
説
史
上
の

　
議
論
に
照
ら
し
て
も
至
難
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
の
限
り
で
は
同
時

　
に
、
問
題
喚
起
的
な
訳
語
た
る
べ
き
こ
と
を
も
意
図
し
て
い
る
。
な
お
、

　
し
u
δ
∩
誠
Φ
団
（
6
0
。
ω
）
㊤
¢
は
エ
ウ
ナ
ビ
オ
ス
断
片
中
の
徹
①
ぐ
。
の
を
酵
鼠
げ
。
と
訳
す
が
、

　
『
ス
ー
ダ
睡
の
オ
ン
ラ
イ
ン
翻
訳
．
註
釈
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
甥
洋
唱
＼
＼
ミ
ミ
蚕
。
・
8
騨

　
自
σ
q
誘
o
S
の
｝
凌
コ
G
q
に
よ
る
当
該
箇
所
の
英
訳
（
最
終
更
新
二
〇
〇
九
年
五

　
月
四
日
）
は
∩
♂
。
・
ω
と
訳
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

中
国
史
に
お
い
て
「
悪
魔
の
化
身
」
「
人
間
の
発
明
し
た
こ
の
不
遜
」
と
呼
ば
れ
た
山
里
が
、

人
を
し
て
嫌
悪
と
敵
意
と
を
感
ぜ
し
め
る
存

在
で
あ
っ
た
こ
と
は
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
か
の
E
・
ギ
ボ
ン
も
後
期
ロ
ー
マ
帝
国
時
代
の
宙
官
を
「
不
幸
な
存
在
」
と
断
じ
、
そ
の
品
性
下
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②

劣
な
る
こ
と
を
縷
々
述
べ
て
い
る
。
し
か
る
に
、
こ
の
窟
宮
に
相
対
し
た
近
代
の
史
家
た
ち
の
態
度
は
、
叙
述
中
に
否
定
的
言
辞
が
散
見
さ
れ

る
に
し
て
も
全
体
と
し
て
は
冷
静
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
遇
し
d
．
し
d
霞
団
、
菊
O
自
厳
磐
住
、
回
U
§
冨
℃
ら
二
〇
世
紀
前
半
の
宙
官
研
究
が
そ
の
国
旗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

上
の
位
置
に
関
心
を
向
け
て
い
た
こ
と
が
一
因
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
国
制
史
的
関
心
は
以
後
の
研
究
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
が
、
学
説
史
上

に
新
局
面
を
開
い
た
嵩
置
と
し
て
は
や
は
り
　
九
六
三
年
の
蓉
缶
。
要
弦
q
。
の
論
考
「
後
期
ロ
ー
マ
帝
国
の
政
治
の
な
か
の
前
官
」
が
最
も
重

　
　
　
⑤

要
で
あ
る
。
頃
。
℃
ζ
鵠
は
こ
の
論
考
に
お
い
て
、
冒
頭
「
な
ぜ
宙
官
か
？
そ
れ
は
第
一
に
彼
ら
が
重
要
だ
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
宙
官
研
究

の
意
義
の
自
明
な
る
こ
と
を
強
調
し
た
の
ち
、
帝
国
東
部
社
会
に
お
い
て
な
ぜ
宙
官
が
大
き
な
権
力
を
持
っ
た
の
か
を
説
明
す
る
こ
と
、
ま
た

帝
政
後
期
の
社
会
的
・
政
治
的
発
展
の
文
脈
の
な
か
に
宙
官
を
位
置
づ
け
、
そ
の
社
会
的
機
能
を
分
析
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
そ
の
考
察
の
要

点
は
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
帝
政
後
期
に
は
、
デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
治
世
の
宮
廷
儀
礼
の
導
入
と
そ
れ
に
伴
う
皇
帝
権
の
神
聖
化
の
結
果
、
専
制
君
王

た
る
皇
帝
は
隔
離
状
態
に
あ
っ
た
。
贈
官
は
、
こ
の
孤
立
し
た
皇
帝
と
、
皇
帝
が
欲
す
る
情
報
を
持
つ
人
び
と
と
の
、
ま
た
皇
帝
の
好
意
を
え

よ
う
と
す
る
人
び
と
の
問
の
媒
介
者
と
し
て
必
要
と
さ
れ
た
。
従
っ
て
宙
官
の
権
力
は
、
皇
帝
と
他
の
権
力
要
素
の
問
の
緊
張
関
係
に
依
存
す

る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
そ
れ
は
皇
帝
の
直
接
的
な
バ
ト
ロ
ネ
ジ
に
依
存
し
て
も
い
た
。
卑
賎
な
出
自
、
身
体
的
欠
損
と
そ
れ
が
喚
起
す

る
さ
ま
ざ
ま
な
感
情
、
ま
た
一
目
で
そ
れ
と
わ
か
る
外
見
は
、
宙
宮
を
し
て
貴
族
層
に
決
し
て
同
化
せ
し
め
ず
、
皇
帝
と
の
近
し
い
距
離
と
そ

の
好
意
の
み
が
、
宙
官
の
唯
一
確
実
な
権
力
基
盤
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
か
く
宙
官
が
権
力
を
掌
握
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
逆
説
的
な
が
ら

皇
帝
が
効
果
的
な
支
配
者
で
あ
り
続
け
た
と
い
う
こ
と
の
証
拠
で
あ
り
要
園
で
も
あ
っ
た
。

　
以
上
の
出
。
宴
言
q
・
の
考
察
は
、
帝
政
後
期
に
お
け
る
宙
官
拾
頭
の
要
因
に
つ
い
て
K
．
ウ
ィ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ゲ
ル
や
N
．
エ
リ
ア
ス
ら
の
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

会
学
的
手
法
を
導
入
し
つ
つ
な
さ
れ
た
本
格
的
分
析
で
あ
っ
て
、
以
後
全
て
の
客
気
研
究
の
出
発
点
と
な
っ
た
と
み
て
大
過
な
く
、
早
く
も
一

九
八
○
年
に
は
国
Ω
羨
2
が
、
国
。
℃
閃
貯
。
。
説
を
利
用
し
つ
つ
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
世
界
の
融
雪
を
扱
っ
た
堅
実
な
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

的
研
究
を
公
刊
し
て
い
る
。
一
九
九
〇
年
代
に
な
る
と
蓉
盈
づ
◎
Q
δ
q
・
⑦
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
観
点
を
持
ち
込
ん
で
窟
官
を
「
第
三
の
性
」
と
称
し
、
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⑩

こ
れ
に
や
が
て
ψ
同
o
q
α
q
ゲ
2
が
応
答
し
て
宙
官
研
究
は
一
気
に
活
性
化
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
議
論
の
な
か
で
は
図
貯
◎
Q
目
8
①
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

頃
。
℃
寄
霧
の
主
張
す
る
ご
と
く
、
窟
官
の
媒
介
者
と
し
て
の
役
捌
を
強
調
し
た
こ
と
が
焦
点
の
一
と
さ
れ
た
。
ま
た
円
。
信
α
q
T
臼
は
、
一
九
九

九
年
に
宣
官
を
主
題
と
し
た
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
を
開
催
し
比
較
史
的
研
究
を
試
み
た
が
、
こ
れ
も
広
く
は
鵠
。
℃
測
器
が
上
記
論
考
中
で
中
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

史
上
の
思
為
を
比
較
対
象
に
挙
げ
た
こ
と
の
延
長
線
上
に
位
置
し
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
史
と
比
較
史
と
い
う
二
方
向
へ
の
進
展
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

加
え
、
宙
宮
研
究
の
も
う
一
つ
の
展
開
が
エ
リ
ア
ス
の
い
う
宮
廷
社
会
へ
の
関
心
の
高
ま
り
の
な
か
か
ら
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。
U
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

匂∩

ｿ
置
輿
①
洋
、
堕
ら
。
鼻
。
一
欝
づ
、
早
馬
。
巨
些
、
ζ
●
∪
の
げ
庁
の
魯
無
9
ら
に
よ
る
研
究
が
そ
れ
で
、
彼
ら
に
よ
っ
て
宙
官
が
政
治
的
権
力
を
行
使
し
う

る
唯
一
の
環
境
と
し
て
の
宮
廷
に
注
意
が
促
さ
れ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
ら
の
い
ず
れ
も
宙
官
権
力
の
基
盤
を
皇
帝
と

の
近
接
性
と
バ
ト
ロ
ネ
ジ
と
に
求
め
、
ま
た
そ
れ
を
帝
政
後
期
の
専
制
君
主
政
と
い
う
政
体
の
あ
り
よ
う
と
結
び
付
け
て
理
解
し
て
い
る
こ
と

⑮は
、
そ
の
底
流
に
や
は
り
頃
。
℃
閃
首
q
。
の
学
説
が
流
れ
て
い
る
こ
と
を
察
知
せ
し
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
か
く
て
瓢
。
℃
家
づ
q
・
説
の
影
響
は
深
甚
で
あ
る
が
、
上
記
の
研
究
の
進
展
の
な
か
で
い
く
つ
か
修
正
も
な
さ
れ
た
。
特
に
本
稿
の
問
題
意
識

に
照
ら
し
て
看
過
し
え
ぬ
修
正
点
は
、
笹
官
興
隆
の
画
期
に
つ
い
て
出
。
℃
匹
づ
匂
・
の
デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
治
世
説
が
退
け
ら
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

日
。
⊆
G
q
ぴ
興
に
よ
っ
て
帝
政
後
期
を
通
じ
て
の
漸
次
的
発
展
が
主
張
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
我
が
国
で
も
和
田
廣
氏
と
井
上

浩
一
氏
の
見
解
の
相
違
点
が
端
的
に
示
す
ご
と
く
、
宙
官
は
ロ
ー
マ
と
ビ
ザ
ン
ツ
の
間
の
類
似
性
と
異
質
性
と
を
考
え
る
う
え
で
　
つ
の
基
軸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

を
な
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
は
円
。
目
α
Q
甥
2
に
よ
っ
て
い
わ
ば
不
明
瞭
化
さ
れ
た
竃
官
史
上
の
画
期
に
関
す
る
考
察
も
、
ロ
ー
マ

か
ら
ビ
ザ
ン
ツ
へ
と
い
う
変
化
の
重
大
周
面
を
捉
え
る
た
め
に
は
か
え
っ
て
必
須
と
考
え
ら
れ
る
。

　
か
か
る
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
治
世
に
宮
廷
儀
礼
と
の
関
連
か
ら
宙
官
が
重
用
さ
れ
始
め
て
い
た
こ
と
自
体
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

↓
o
o
G
q
ゲ
霞
の
修
正
に
も
か
か
わ
ら
ず
史
料
に
徴
し
て
疑
念
の
余
地
な
し
と
思
わ
れ
る
が
、
他
方
に
お
い
て
窟
官
が
発
展
し
て
ゆ
く
画
期
が
い

っ
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
み
る
な
ら
ば
、
近
年
の
研
究
の
な
か
で
も
q
。
巳
爵
が
宮
廷
に
お
け
る
置
銭
の
組
織
と
し
て
の
役
割
は
四
世
紀
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ど
の
時
点
で
決
定
的
に
高
め
ら
れ
た
か
不
明
だ
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
日
ま
で
本
格
的
な
分
析
が
な
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
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が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
点
に
関
し
て
『
ス
ー
ダ
隔
が
四
世
紀
末
の
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
時
代
に
お
け
る
宙
宮
の
増
加
を
記
し
、
そ
の
信
懸
性

の
低
か
ら
ざ
る
こ
と
は
先
に
み
た
ご
と
く
で
あ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
史
料
所
言
が
当
該
時
期
の
政
治
・
行
政
・
社
会
の
あ
り
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

な
ど
と
の
関
連
か
ら
研
究
史
上
で
特
別
の
関
心
を
引
い
た
こ
と
は
管
見
の
限
り
僅
少
で
あ
っ
て
、
あ
ま
っ
さ
え
近
年
に
お
い
て
は
画
期
そ
の
も

の
が
問
題
と
さ
れ
な
い
よ
う
な
研
究
状
況
に
あ
る
以
上
、
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
の
時
代
が
な
ぜ
画
期
と
な
っ
た
の
か
な
ど
と
い
う
疑
問
は
発
さ
れ

る
べ
く
も
な
い
。
本
稿
冒
頭
で
触
れ
た
『
ス
ー
ダ
』
の
記
述
が
、
宙
官
研
究
の
著
し
い
発
展
を
み
て
い
る
今
B
に
お
い
て
も
な
お
精
査
さ
れ
て

い
な
い
理
由
の
一
つ
は
、
か
か
る
研
究
状
況
に
帰
し
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
従
っ
て
問
題
は
、
Q
D
巨
匠
が
不
明
と
述
べ
た
と
こ
ろ
の
宙
官
史
上
の
発
展
期
の
実
態
そ
の
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
本
稿
に
お
け
る
よ

り
具
体
的
な
課
題
と
し
て
換
言
す
る
な
ら
ば
、
当
該
時
期
の
宮
廷
に
重
き
を
な
し
た
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
が
窟
官
と
し
て
何
を
な
し
、
彼
の
な
し

た
こ
と
が
い
か
な
る
意
味
で
宮
廷
に
お
け
る
階
級
と
し
て
の
下
官
発
展
の
契
機
と
な
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
専
制
君
主
政
国
家

た
る
後
期
ロ
ー
マ
帝
国
の
主
要
特
質
の
一
つ
が
軍
官
で
あ
り
、
そ
の
県
官
が
生
き
た
世
界
が
宮
廷
で
あ
る
以
上
、
宮
廷
内
で
宙
官
が
果
た
し
た

役
割
の
実
際
こ
そ
問
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
当
然
と
も
感
ぜ
ら
れ
よ
う
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
缶
。
℃
閃
貯
q
。
以
後
の
諸
研
究
に
お
い

て
は
、
彼
が
提
示
し
た
宙
官
目
媒
介
者
モ
デ
ル
が
あ
た
か
も
当
然
の
前
提
の
ご
と
く
み
な
さ
れ
、
か
つ
個
々
の
乱
暴
の
具
体
相
も
ま
た
こ
の
社

会
学
的
な
宙
官
モ
デ
ル
の
な
か
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
発
展
期
に
あ
っ
た
宙
官
の
具
体
的
な
姿
も
、
そ
し
て
そ
の
内
に
含
ま
れ
る

で
あ
ろ
う
時
代
の
転
換
の
相
貌
も
、
か
え
っ
て
捉
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
缶
。
℃
詠
口
q
・
の
モ
デ
ル
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

エ
リ
ア
ス
の
い
う
「
準
拠
枠
」
と
し
て
の
価
値
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
認
め
た
う
え
で
、
以
下
に
お
い
て
な
さ
れ
る
上

記
の
二
つ
の
考
察
課
題
の
検
討
は
、
ま
ず
は
ロ
ー
マ
帝
国
の
東
西
分
裂
期
に
お
け
る
宙
官
階
級
の
確
立
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
主
眼

と
す
る
が
、
同
時
に
こ
の
考
察
を
踏
ま
え
、
前
述
し
た
類
。
℃
賦
富
の
宙
宮
モ
デ
ル
に
対
し
幾
許
か
の
問
題
提
起
を
も
試
み
た
い
。

①
　
三
田
村
（
二
〇
〇
三
年
）
二
四
頁
。

②
E
・
ギ
ボ
ン
（
中
野
好
夫
訳
）
『
ロ
ー
マ
帝
国
衰
亡
史
三
』

ち
く
ま
学
芸
文
庫
、

～
九
九
六
年
a
、
　
～
五
九
一
六
〇
頁
。

い
て
は
、
↓
o
鎧
α
Q
7
興
（
N
8
0
。
）
謀
ー
メ

か
か
る
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
言
説
に
つ
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③
回
し
d
．
穿
9
↓
ぎ
⇒
愚
ミ
ミ
醇
駄
℃
ミ
ミ
恥
ミ
、
§
砂
亀
§
周
ミ
ミ
鴨
～
≦
§

　
O
ミ
職
袋
甦
、
Z
①
ミ
＜
O
『
ぎ
一
〇
一
一
．
一
ト
こ
O
I
¢
．
O
q
昌
冨
づ
鳥
（
｝
⑩
①
刈
）
。
b
o
挫
O
ヨ
Q
o
．
O
¢
ロ
げ
づ
山

　
（
§
①
）
．
o
§
著
（
謹
轟
）
．
井
上
浩
一
『
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
』
岩
波
書
店
、
～
九
八

　
二
年
、
＝
二
二
頁
。
和
田
（
｝
九
九
羅
年
）
。
井
上
（
二
〇
〇
八
年
）
一
工
三
－

　
二
四
頁
。
な
お
、
本
稿
で
概
観
す
る
学
説
史
は
主
と
し
て
宮
廷
宙
官
に
関
す
る
も

　
の
で
あ
る
が
、
以
下
の
諸
研
究
を
参
考
に
し
た
。
芝
鋤
魯
（
一
⑩
㊤
α
）
ω
G
。
㎝
よ
．
Q
D
．

　
目
。
自
G
q
7
①
昂
　
口
⇒
団
N
四
コ
鼠
コ
r
o
　
閃
庫
5
β
6
ゲ
ω
■
ダ
團
四
聖
①
q
。
　
①
α
．
噂
　
嵩
　
§
ミ
ひ
　
さ
篭
　
§
軸
賊

　
肉
ミ
匿
ミ
ら
壽
勲
巨
O
づ
創
O
”
俸
Z
の
≦
〈
O
圏
ぎ
一
㊤
㊤
メ
一
〇
Q
◎
1
0
◎
野
Q
D
．
月
O
q
α
q
7
の
が
〉
ヨ
ヨ
㌶
5
二
〇
う

　
鋤
”
α
仲
7
①
国
q
冨
¢
∩
ゲ
匂
n
噂
二
一
）
ユ
マ
①
『
q
。
俸
一
〉
鵠
聾
峠
①
山
q
o
‘
↓
壽
鳴
卜
貸
、
鳴
沁
O
ミ
§
周

　
き
、
、
職
貸
隷
賊
N
融
ミ
恥
燥
O
、
軌
織
蕊
’
ピ
O
づ
島
O
薄
俸
7
「
①
ミ
く
O
H
ぎ
一
〇
⑩
ρ
刈
一
つ
O
陣
㊦
b
こ
．
ζ
．

　
】
〈
q
Φ
類
①
罫
∩
m
q
◎
霞
p
瓢
O
づ
m
づ
瓢
団
躍
5
蝦
0
7
巨
樹
凶
づ
斤
ゲ
①
単
一
島
瓢
竃
㌦
〆
σ
9
①
o
昏
、
＜
・
G
d
¢
欝
O
鑑
G
q
げ

　
仲
｝
’
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ρ

⑳
い
三
チ
（
8
0
圃
）
卜
。
O
①
．
但
し
、
こ
の
簡
所
で
q
。
巳
野
は
、
窟
内
長
官
は
四
世
紀

　
半
ば
ま
で
に
は
よ
く
山
嶽
し
た
と
す
る
。

⑳
　
こ
の
㎎
ス
ー
ダ
嚇
の
記
述
に
触
れ
た
数
少
な
い
研
究
は
ぎ
¢
o
q
7
臼
（
卜
。
O
O
。
。
）
繍

　
と
し
∩
ヨ
一
聾
（
N
O
O
刈
）
P
O
ω
だ
が
、
前
者
は
密
官
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
観
点
か

　
ら
の
み
取
り
上
げ
、
後
者
は
隅
ス
ー
ダ
㎞
の
典
拠
で
あ
る
エ
ウ
ナ
ビ
オ
ス
断
片

　
（
妻
①
9
刈
．
）
か
ら
禁
男
志
願
者
は
「
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
の
バ
ト
ロ
ネ
ジ
を
え
る

　
こ
と
を
決
心
し
た
」
と
述
べ
る
が
、
史
料
か
ら
は
そ
こ
ま
で
の
情
報
は
読
み
取
れ

　
な
い
。

⑫
　
エ
リ
ァ
ス
（
一
九
入
一
年
）
一
i
五
三
頁
。
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第
二
章
　
蜜
官
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
の
立
法
行
為

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
本
章
で
は
ま
ず
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
が
昇
官
と
し
て
何
を
な
し
た
か
に
つ
い
て
考
え
た
い
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
何
よ
り
有
名
な
の
は
皇
帝
ア
ル

カ
デ
ィ
ウ
ス
の
結
婚
に
関
す
る
逸
話
で
あ
ろ
う
。
ア
ル
カ
デ
ィ
ウ
ス
は
三
九
五
年
四
月
二
七
日
に
「
蛮
族
」
出
自
の
将
軍
バ
ウ
ト
の
娘
エ
ウ
ド

　
　
②

ク
シ
ア
と
結
婚
し
た
。
ゾ
シ
モ
ス
の
『
新
し
い
歴
史
』
に
従
え
ば
、
当
時
東
部
宮
廷
を
牛
耳
っ
て
い
た
オ
リ
エ
ン
ス
道
長
官
（
玉
器
欝
∩
仲
蕊

℃
鑓
①
§
δ
9
δ
け
蔚
）
ル
フ
イ
ヌ
ス
が
一
人
娘
を
ア
ル
カ
デ
ィ
ウ
ス
に
嫁
が
せ
ん
と
考
え
て
い
た
と
こ
ろ
、
彼
の
与
り
知
ら
ぬ
間
に
エ
ウ
ト
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ピ
オ
ス
ら
の
策
謀
に
よ
っ
て
エ
ウ
ド
ク
シ
ア
が
先
に
皇
妃
の
座
に
収
ま
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
こ
の
エ
ウ
ド
ク
シ
ア
は
父
バ
ウ
ト
亡
き
の
ち

首
都
の
有
力
｝
族
プ
ロ
モ
ト
ゥ
ス
家
で
養
育
さ
れ
て
い
た
が
、
当
家
の
先
代
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
は
宮
廷
内
で
ル
フ
ィ
ヌ
ス
と
暴
力
沙
汰
を
起
こ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ト
ラ
キ
ア
に
左
遷
さ
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
か
ら
、
ア
ル
カ
デ
ィ
ウ
ス
の
結
婚
は
宮
廷
内
の
反
ル
フ
ィ
ヌ
ス
派
に
よ
る
画
策
と
み
ら
れ
、
「
詐
術

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

や
偽
り
の
策
が
最
も
す
ぐ
れ
た
値
打
と
さ
れ
る
地
位
に
い
る
御
本
人
〔
ル
フ
ィ
ヌ
ス
〕
が
、
見
事
に
た
ば
か
ら
れ
た
」
話
の
面
白
さ
と
も
相
侯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ち
、
ビ
ザ
ン
ツ
の
代
名
詞
た
る
「
陰
謀
」
の
初
期
の
例
と
称
さ
れ
る
。
ま
た
、
当
時
コ
ー
カ
サ
ス
地
方
か
ら
ア
ル
メ
ニ
ア
、
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
を

経
て
北
シ
リ
ア
ま
で
侵
入
し
て
い
た
フ
ン
族
に
対
し
、
三
九
八
年
春
か
ら
夏
に
か
け
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
が
自
ら
出
陣
し
鷹
下
の
ロ
ー
マ
軍
が
勝

利
を
挙
げ
た
こ
と
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
翌
年
の
コ
ン
ス
ル
就
任
が
結
果
さ
れ
た
こ
と
を
思
え
ば
彼
の
経
歴
の
な
か
で
特
殊
の
位
置
を
占
め
て
い

⑦
る
。　

か
か
る
い
く
つ
か
の
挿
話
は
古
言
と
い
う
存
在
の
狡
猜
さ
や
滑
稽
さ
を
伝
え
て
興
味
深
い
け
れ
ど
も
、
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
が
握
っ
た
強
大
な

権
力
に
つ
い
て
考
え
る
に
あ
た
り
前
提
と
し
て
何
よ
り
も
重
要
な
こ
と
は
、
胴
鎖
ン
≧
φ
ご
①
び
窃
聾
⊆
Φ
欝
が
述
べ
た
ご
と
く
、
そ
れ
が
宮
廷
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

中
心
と
す
る
中
央
集
権
的
な
文
民
宮
僚
制
の
存
在
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
彼
の
就
任
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

た
骨
内
長
官
と
い
う
官
職
も
、
皇
帝
の
身
辺
の
世
話
を
は
じ
め
と
す
る
宮
廷
管
理
を
基
本
的
な
職
掌
と
し
て
い
た
。
つ
ま
り
宮
内
長
官
は
、
帝

国
東
部
の
宮
僚
制
の
最
上
部
に
位
置
す
る
宮
廷
を
活
動
の
中
心
と
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
権
力
行
使
も
宮
廷
か
ら
発
し
官
僚
制
を
通
じ
て
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実
現
せ
し
め
ら
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
の
事
績
は
、
先
述
し
た
「
陰
謀
」
あ
る
い

は
対
外
政
策
に
お
い
て
と
い
う
よ
り
も
、
ま
ず
も
っ
て
対
内
政
策
に
お
い
て
顕
著
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
事
実
以
下
に
み
る
ご
と
く
エ

ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
は
自
ら
立
法
過
程
に
関
与
し
帝
国
東
部
宮
廷
の
政
策
決
定
を
左
右
し
て
い
た
。

　
ア
ラ
リ
ッ
ク
王
魔
下
の
ゴ
ー
ト
族
は
三
九
五
年
と
三
九
七
年
の
二
度
に
わ
た
っ
て
バ
ル
カ
ン
半
島
西
部
に
侵
入
を
試
み
、
そ
の
た
び
に
帝
国

西
部
の
武
官
ス
テ
イ
リ
コ
が
軍
隊
を
率
い
帝
国
東
部
に
向
か
っ
た
が
、
い
ず
れ
の
場
合
も
ア
ル
カ
デ
イ
ウ
ス
の
布
告
に
よ
り
西
へ
引
き
返
す
よ

　
　
　
　
　
⑩

う
命
ぜ
ら
れ
た
。
こ
の
出
来
事
に
つ
い
て
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
が
関
係
す
る
の
は
三
九
七
年
の
布
告
で
、
ゾ
シ
モ
ス
が
「
そ
こ
で
彼
〔
エ
ウ
ト
ロ

ピ
オ
ス
〕
は
、
当
座
は
元
老
院
を
召
集
す
る
よ
う
、
ま
た
公
的
な
布
告
に
よ
り
（
否
2
愈
α
♀
養
ε
、
そ
の
者
〔
ス
テ
ィ
リ
コ
〕
を
帝
国
の
敵
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

者
（
コ
。
ン
妥
5
の
且
の
習
q
斎
旦
の
）
と
呼
ぶ
よ
う
、
皇
帝
〔
ア
ル
カ
デ
イ
ウ
ス
〕
を
説
得
し
た
。
」
と
伝
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス

が
皇
帝
の
名
に
お
い
て
出
さ
れ
る
布
告
の
内
容
を
左
右
す
る
ほ
ど
の
強
い
影
響
力
を
持
ち
、
従
っ
て
帝
国
東
部
宮
廷
に
お
け
る
政
治
的
決
定
に

深
く
関
与
し
た
事
実
が
知
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
僅
か
二
年
後
の
三
九
九
年
夏
、
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
は
自
ら
皇
妃
と
な
し
た
エ
ウ
ド
ク
シ
ア
と
の
不
仲
や
そ
の
他
の
事
情
が

重
な
っ
て
失
脚
し
、
庇
護
を
求
め
聖
ソ
フ
ィ
ア
大
聖
堂
に
逃
げ
込
む
こ
と
に
な
る
。
彼
を
匿
っ
た
当
時
の
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
総
主
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ヨ
ハ
ネ
ス
・
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
は
、
前
年
三
九
八
年
に
当
の
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
に
よ
っ
て
総
主
教
に
抜
擢
さ
れ
た
人
物
で
あ
っ
て
、
今
や
教

会
の
な
か
で
惨
め
に
打
ち
震
え
る
宮
内
長
嘗
に
慈
悲
を
施
し
、
も
っ
て
富
（
昌
＞
8
8
（
）
へ
の
戒
め
と
な
す
べ
く
、
詰
め
か
け
た
群
衆
を
前
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ロ
フ

次
の
ご
と
く
説
教
し
た
。
「
確
か
に
常
な
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
だ
が
ま
こ
と
に
今
こ
そ
書
う
に
時
機
を
え
て
い
ま
す
、
『
空
の
空
、
空
の

空
な
る
か
な
、
す
べ
て
空
な
り
』
（
剛
…
∩
∩
H
一
…
卜
。
）
と
。
〔
申
合
〕
お
お
、
皆
さ
ん
、
憎
し
み
を
抱
い
て
い
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
我
々
は
十
字
架
に
か

け
ら
れ
、
そ
し
て
『
彼
ら
を
赦
し
た
ま
え
、
そ
の
な
す
と
こ
ろ
を
知
ら
ざ
れ
ば
な
り
』
（
ピ
鼻
Φ
N
ω
一
ω
心
）
と
述
べ
る
か
の
人
〔
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス

ト
〕
の
斜
な
の
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
と
誰
か
が
い
い
ま
す
、
彼
は
文
書
や
種
々
の
法
律
で
も
っ
て
、
こ
こ
〔
教
会
〕
へ
の
駆
け
込
み
を
遮

断
し
た
の
で
す
そ
、
と
。
し
か
し
ご
覧
な
さ
い
、
彼
は
〔
自
ら
の
〕
行
為
を
通
じ
て
学
ん
だ
の
で
す
、
ま
さ
に
彼
は
〔
そ
れ
を
〕
行
な
っ
た
、
し
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か
も
彼
自
身
が
最
初
に
〔
自
ら
定
め
た
〕
法
律
を
破
っ
た
の
で
す
そ
、
彼
は
〔
自
分
が
〕
な
し
た
こ
と
を
通
じ
て
、
世
界
中
の
見
世
物
に
な
っ
た

　
　
⑬

の
で
す
。
」
こ
こ
に
聴
衆
か
ら
発
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
批
判
と
し
て
説
教
中
に
織
り
込
ま
れ
た
言
葉
か
ら
、
教
会
へ
の
逃
亡
を
禁
じ
る
法
律
を

エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
が
出
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
知
さ
れ
る
。
こ
の
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
説
教
は
一
応
奏
功
し
以
後
数
か
月
間
は
静
穏
で
あ

っ
た
ら
し
い
が
、
や
が
て
彼
は
キ
プ
ロ
ス
島
へ
流
刑
と
さ
れ
る
。
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
の
流
刑
を
命
じ
た
㎎
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
法
典
晦
第
九
巻
第
四

〇
章
第
一
七
法
文
で
は
、
彼
の
財
産
没
収
や
宮
職
剥
奪
、
い
わ
ゆ
る
記
憶
の
抹
消
刑
な
ど
が
命
じ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
「
彼
の
制
定
し
た
法
律

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

は
、
全
て
無
効
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
っ
て
、
こ
こ
に
は
複
数
の
法
律
が
ア
ル
カ
デ
ィ
ウ
ス
で
は
な
く
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
に
よ
っ
て
定

め
ら
れ
た
こ
と
が
明
瞭
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
第
一
七
法
文
は
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
に
よ
る
法
律
が
全
て
無
効
と
さ
れ
た
と
伝
え
る
が
、
連
鎖
。
郎
。
は
に
よ
れ
ば
、
実
際
に

は
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
が
宮
内
長
官
で
あ
っ
た
三
九
六
年
春
か
ら
三
九
九
年
夏
ま
で
の
聞
に
発
布
さ
れ
た
合
計
一
〇
一
法
文
が
『
テ
オ
ド
シ
ウ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

法
典
』
及
び
『
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
頃
0
8
は
に
よ
れ
ば
帝
国
東
部
に
お
け
る
ア
ル
カ
デ
ィ
ウ
ス
治
世

の
一
四
年
間
（
三
九
五
～
四
〇
八
年
）
に
発
布
さ
れ
た
全
法
律
の
実
に
五
分
の
三
に
相
当
す
る
法
文
数
で
あ
っ
て
、
先
に
み
た
ご
と
き
エ
ウ
ト
ロ

ピ
オ
ス
の
立
法
過
程
へ
の
関
与
が
い
か
に
深
い
も
の
で
あ
っ
た
か
を
窺
知
せ
し
め
る
と
と
も
に
、
か
か
る
関
与
が
実
際
に
は
い
か
な
る
政
策
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

し
て
結
果
し
た
か
を
も
示
す
も
の
で
あ
る
。
か
つ
て
○
■
Q
。
Φ
①
興
は
こ
れ
ら
の
法
律
を
指
し
て
窟
官
の
個
人
的
利
害
の
産
物
と
難
じ
、
確
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

ル
フ
ィ
ヌ
ス
処
刑
後
の
財
産
没
収
を
定
め
た
法
律
な
ど
に
は
か
か
る
否
定
的
解
釈
の
余
地
が
残
さ
れ
て
も
い
よ
う
が
、
そ
の
他
の
大
部
分
の
法

律
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
出
。
づ
。
は
が
そ
れ
ら
は
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
の
決
断
力
と
行
政
手
腕
と
を
証
言
す
る
も
の
で
、
彼
の
行
政
方
針
は
法
律
へ

の
従
属
を
も
っ
て
帝
国
の
利
害
を
擁
護
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
評
し
、
ま
た
≧
’
9
ヨ
霞
。
つ
が
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
の
立
法
行
為
は
増
大
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

教
会
と
大
土
地
所
有
者
に
よ
る
中
央
行
政
の
権
力
侵
害
を
抑
制
す
る
た
め
の
立
派
な
試
み
で
あ
っ
た
と
評
し
た
ご
と
く
、
単
に
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ

ス
が
私
利
を
追
求
し
た
と
ば
か
り
は
考
え
ら
れ
な
い
内
容
が
含
ま
れ
る
。

　
例
え
ば
『
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
法
曲
島
第
一
一
巻
第
二
四
章
所
収
の
二
法
文
は
、
農
村
に
お
け
る
バ
ト
ロ
キ
ニ
ウ
ム
（
私
的
保
護
）
を
禁
じ
る
と
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と
も
に
、
か
か
る
保
護
を
求
め
て
逃
亡
し
た
者
と
そ
れ
に
対
し
て
保
護
を
与
え
た
者
が
い
れ
ば
、
そ
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
罰
金
刑
及
び
土
地

を
含
む
財
産
の
没
収
を
定
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
主
た
る
臨
的
は
当
時
地
方
社
会
に
お
い
て
頻
発
し
た
徴
税
逃
れ
に
対
す
る
対
策
と
み
て

よ
い
が
、
か
つ
て
図
q
。
庁
①
貯
や
ψ
ζ
震
N
鴛
三
〇
、
中
O
Φ
ヨ
〇
二
α
q
①
9
ら
は
、
こ
の
政
策
に
つ
い
て
エ
ゥ
ト
ロ
ピ
オ
ス
が
全
力
を
挙
げ
て
取
り
組

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

ん
だ
と
こ
ろ
の
「
封
建
化
へ
の
抵
抗
」
と
い
う
意
義
さ
え
与
え
て
い
た
。

　
ま
た
、
先
の
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
説
教
で
指
摘
さ
れ
た
ご
と
く
、
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
は
教
会
へ
の
逃
亡
を
禁
じ
た
と
い
う
が
、
こ
れ
を

『
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
法
典
』
第
九
巻
第
四
五
章
第
三
法
文
に
照
ら
し
教
会
堂
の
視
点
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
奴
隷
や
都
市
参
事
会
員
ら
が
教
会
へ
と

逃
げ
込
ん
で
き
た
場
合
に
お
け
る
教
会
の
庇
護
提
供
権
の
制
限
に
ほ
か
な
ら
ず
、
従
っ
て
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
は
ハ
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
説
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

の
な
か
で
聴
衆
か
ら
「
教
会
の
な
か
へ
と
逃
げ
込
ん
で
き
た
の
は
、
教
会
に
対
し
て
絶
え
ず
敵
対
し
た
者
な
の
で
す
そ
」
な
ど
と
難
ぜ
ら
れ
た
。

し
か
る
に
、
か
か
る
法
律
発
布
の
根
底
に
は
、
先
の
バ
ト
ロ
キ
ニ
ウ
ム
を
禁
じ
た
二
法
文
と
同
様
、
徴
税
を
確
実
な
ら
し
め
ん
と
す
る
財
政
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

意
図
、
さ
ら
に
は
こ
の
財
政
犯
意
図
を
実
現
す
る
た
め
の
社
会
構
造
の
固
定
化
へ
の
意
図
が
存
し
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
限
り
で
は
エ
ウ
ト
ロ

ピ
オ
ス
に
つ
い
て
「
『
社
会
主
義
者
』
で
は
な
く
、
む
し
ろ
『
国
家
主
義
者
紬
で
あ
る
」
と
断
じ
た
ζ
震
N
震
ぎ
。
の
言
に
も
な
お
首
肯
し
う
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
こ
ろ
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
他
方
、
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
は
、
ル
フ
ィ
ヌ
ス
に
よ
り
失
脚
せ
し
め
ら
れ
た
元
オ
リ
エ
ン
ス
道
長
官
タ
テ
ィ
ア
ノ
ス
の
出
身
地
属
州
リ
ュ
キ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

の
名
誉
回
復
を
命
ず
る
法
律
、
妻
の
財
産
保
護
に
関
す
る
法
律
、
ユ
ダ
ヤ
人
間
の
争
訟
に
際
し
て
適
用
さ
れ
る
法
の
選
択
に
関
す
る
法
律
、
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

世
物
に
際
し
て
劇
場
で
の
座
席
使
用
に
関
す
る
法
律
、
翼
壁
・
道
路
・
橋
梁
・
水
道
橋
そ
の
他
の
公
共
建
築
物
の
新
設
・
改
修
・
整
備
に
関
す

　
　
⑳

る
法
律
な
ど
種
々
の
内
容
を
含
む
法
律
を
発
布
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
合
鋤
導
露
。
つ
の
言
を
借
り
「
人
道
的
な
法
律
」
と
評
す
る

こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
か
か
る
諸
法
律
に
徴
す
る
な
ら
ば
、
ギ
ボ
ン
が
軽
侮
し
た
ご
と
く
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
が
無
能
な
宙
官
で
し
が
な
か

っ
た
と
評
す
る
こ
と
は
明
ら
か
に
妥
当
性
を
欠
き
、
か
え
っ
て
9
∩
伸
①
β
が
指
摘
し
た
よ
う
に
彼
は
行
動
力
と
政
治
的
才
覚
と
を
具
備
し
た
人
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

で
あ
っ
た
と
み
た
と
し
て
も
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
こ
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

「
全
て
の
古
代
文
学
作
品
の
な
か
で
最
も
残
酷
な
弾
劾
詩
」
た
る
帝
国
西
部
宮
廷
の
詩
人
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
・
ク
ラ
ウ
デ
ィ

ア
ヌ
ス
著
『
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
弾
劾
詩
』
に
お
い
て
さ
え
、
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
の
政
策
に
つ
い
て
批
判
ら
し
い
批
判
は
一
切
み
ら
れ
ず
、
彼
が

当
時
の
慣
例
か
ら
し
て
宙
宮
が
就
く
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
立
場
に
就
い
た
と
い
う
点
の
み
が
批
判
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、

ク
ラ
ウ
デ
ィ
ア
ヌ
ス
に
よ
る
批
判
に
お
い
て
は
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
が
宙
官
で
あ
っ
た
と
い
う
た
だ
一
点
の
み
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊤

と
か
ら
も
よ
く
裏
付
け
ら
れ
て
い
よ
う
。

官エウトロピオスの行政改革（南雲）

①
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
の
事
績
に
つ
い
て
簡
潔
に
は
、
q
。
魯
。
ぎ
づ
（
お
霧
）
b
。
・
。
①
．

②
エ
ウ
ド
ク
シ
ア
に
つ
い
て
は
、
譲
鵠
吋
卜
。
’
命
ρ

③
N
。
。
。
9
G
。
．
G
。
’

④
N
o
鼠
．
切
H
．
フ
ラ
ウ
イ
ウ
ス
・
プ
ロ
モ
ト
ゥ
ス
に
つ
い
て
は
、
、
卜
肉
肉
｝
¶

　
刈
G
町
O
…
刈
切
H
マ

⑤
E
・
ギ
ボ
ン
（
中
野
妊
夫
・
朱
牟
田
夏
雄
訳
）
瞥
ー
マ
帝
国
衰
亡
史
四
㎞
ち

　
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
六
年
b
、
四
二
五
頁
。

⑥
〉
轡
9
ヨ
醇
8
即
轡
ピ
。
コ
巧
し
u
ミ
ぎ
、
§
嵩
§
儀
ぎ
ミ
勢
鋤
こ
譜
O
ミ
ミ
駄

　
臨
、
ミ
ミ
N
芯
切
①
押
切
①
ど
び
O
。
・
雪
◎
Q
9
①
。
・
’
○
×
3
H
9
お
ゆ
ω
”
①
．
続
く
テ
オ
ド
シ
ウ
ス

　
ニ
世
治
下
で
も
皇
帝
の
婚
姻
を
め
ぐ
り
窪
官
に
よ
る
陰
謀
事
件
が
起
こ
さ
れ
る
。

　
井
上
浩
一
『
ビ
ザ
ン
ツ
皇
妃
列
伝
』
白
水
社
、
二
〇
〇
九
年
、
三
七
…
四
一
頁
を

　
参
照
。
ま
た
こ
れ
以
後
、
自
ら
積
極
的
に
政
治
に
容
署
す
る
「
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
朝

　
の
女
性
た
ち
」
が
出
現
し
て
く
る
。
∩
い
雲
合
。
冨
塁
壇
ぎ
ミ
。
鴇
§

　
寧
愚
ミ
洋
舞
こ
d
①
美
貌
①
メ
び
。
。
。
〉
づ
α
q
巴
①
ρ
ぴ
。
コ
瓢
。
戸
一
ゆ
○
。
P
足
立
広
明
「
皇
姉
プ

　
ル
ケ
リ
ア
」
咽
歴
史
学
研
究
』
七
〇
四
、
　
九
九
七
年
、
二
四
一
三
六
頁
。
劉

　
竃
旨
肇
国
O
越
臨
肉
§
、
§
肉
遣
§
ミ
G
σ
Φ
築
鉱
Φ
メ
び
8
＞
コ
q
q
ユ
①
ρ
び
8
魁
。
コ
▼

　
卜
⊃
0
8
’
G
。
甲
q
q
D
ヨ
一
窪
（
8
0
刈
）
卜
⊃
。
。
ρ

⑦
こ
口
口
受
（
同
8
ω
）
田
①
当
ζ
9
Φ
ω
〔
7
三
Φ
N
（
6
漫
）
鐸
①
㊤
山
O
ρ
∩
p
ヨ
葭
0
5
卿

　
ピ
0
5
0
q
（
日
⑩
㊤
ω
）
S
E
・
ト
ン
プ
ソ
ン
（
木
村
伸
義
訳
）
『
フ
ン
族
霊
法
政
大
学
出

版
局
、
一
九
九
九
年
、
三
四
頁
。
掴
づ
α
Q
δ
。
。
①
（
N
O
O
ω
）
一
Q
。
一
l
b
。
「
国
．
≦
爵
Φ
Φ
庁
鉾
目
7
Φ

〉
吋
ヨ
騰
婁
鳥
子
①
＝
ヨ
①
q
。
ぎ
子
Φ
榎
戸
伸
．
型
団
巳
冨
ヨ
℃
の
9
臨
O
ミ
㌧
愚
§
§
こ
。

き
鳴
物
§
N
§
》
§
§
○
×
貼
。
具
N
8
刈
b
㎝
①
．
O
穴
㊦
ξ
’
冨
気
働
ミ
ミ
、
ぎ

肉
ミ
驚
越
、
Z
①
ミ
＜
o
芽
卿
ピ
0
5
窟
。
戸
楠
O
O
P
認
山
但
し
、
足
立
広
明
「
古
代
末

期
地
中
海
世
界
に
お
け
る
人
の
移
動
と
社
会
変
容
」
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
一
九
㎞

岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
、
一
＝
五
－
八
頁
は
、
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
時
代
の
対
外

政
策
は
直
接
的
軍
事
行
動
で
な
く
外
交
交
渉
主
体
だ
っ
た
と
す
る
。
確
か
に
ル
フ

ィ
ヌ
ス
以
後
、
ゴ
ー
ト
族
の
王
ア
ラ
リ
ッ
ク
と
の
関
係
は
交
渉
中
心
だ
が
（
∩
肺

や
出
㊦
p
子
舞
日
7
㊦
O
ミ
ぎ
．
○
×
隔
o
a
」
㊤
㊤
9
窓
甲
↑
）
、
他
方
で
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス

に
よ
る
対
フ
ン
族
出
征
の
当
時
の
対
外
政
策
上
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
足
立

氏
の
視
点
の
み
に
よ
っ
て
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
こ
の
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
の
出

征
に
よ
り
帝
国
東
部
は
以
後
約
四
半
世
紀
閾
、
フ
ン
族
に
よ
る
攻
撃
を
免
れ
た
が

（
ρ
φ
U
①
ヨ
。
環
α
Q
Φ
9
導
、
．
ミ
ミ
“
昏
ミ
職
ミ
リ
軌
§
職
鴨
、
、
§
§
越
、
§
ミ
鵜

§
底
N
9
勺
霞
圃
。
D
噛
一
㊤
登
呂
㊤
ρ
〉
ピ
∩
四
二
㊤
o
戸
O
ミ
、
馬
ミ
§
・
○
×
8
銭
レ
ミ
ρ
郎
α
■

乏
し
コ
δ
∩
匹
①
メ
コ
お
O
ぢ
諾
熔
。
剛
日
7
8
瓢
。
。
・
圃
器
．
》
ダ
∩
m
ヨ
2
8
俸
団
〇
四
∋
q
。
醸

a
。
。
．
刷
§
肉
9
ミ
ミ
ミ
き
ミ
Q
鳩
N
、
§
ミ
§
＜
。
こ
ω
■
9
ヨ
夕
山
G
q
ρ
6
0
。
。
．
一
峯
）
、

ト
ラ
キ
ア
に
関
し
て
は
四
〇
八
年
に
ド
ナ
ウ
川
を
渡
っ
た
ウ
ル
デ
ィ
ン
王
鷹
下
の

フ
ン
族
に
よ
り
攻
撃
を
受
け
た
。
以
下
を
参
照
。
ト
ン
プ
ソ
ン
（
…
九
九
九
年
）

三
四
一
五
頁
。
K
・
エ
ッ
シ
ェ
ー
＆
1
・
レ
ベ
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
（
新
保
良
明
訳
）
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『
ア
ッ
テ
ィ
ラ
大
王
と
フ
ン
族
』
講
談
社
、
二
〇
一
一
年
、
三
〇
頁
。

⑧
臣
。
ぴ
①
。
。
聾
竃
薗
（
お
露
）
㊤
ω
．

⑨
但
し
帝
国
東
部
の
宮
内
長
宮
に
つ
い
て
、
当
時
の
官
職
製
糖
東
西
文
武
百
窟
宮

　
位
録
鋤
の
該
当
項
目
（
○
．
し
。
Φ
Φ
∩
ア
①
創
．
臨
き
、
ミ
織
b
受
口
ミ
ミ
ミ
斡
。
剛
鑓
下
穿
詳
鋤
ヨ

　
ζ
鉱
鐸
冨
刈
◎
ω
O
）
に
は
、
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
方
面
帝
室
領
（
鳥
。
ヨ
q
u
・
象
く
ぎ
p
℃
賃

　
∩
m
℃
℃
m
血
。
Ω
鋤
讐
）
の
管
理
と
い
う
以
外
に
職
務
の
具
体
的
記
述
は
な
く
、
ま
た

　
『
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
法
典
』
所
収
の
宮
内
長
官
関
連
法
文
（
O
↓
趣
．
①
．
○
。
ト
（
四
ニ
ニ

　
年
一
一
月
六
日
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
市
長
官
フ
ロ
レ
ン
テ
ィ
オ
ス
宛
）
）

　
か
ら
も
、
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
時
代
の
職
掌
を
正
確
に
知
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

　
∩
怖
O
o
P
ご
℃
（
6
ト
の
膳
）
H
O
O
I
鱒
O
b
。
．
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
方
面
自
室
領
の
歴
史
一
般
に
つ

　
い
て
は
、
ψ
竃
轟
轟
〈
δ
占
卜
亀
§
浮
織
。
ミ
（
㌧
蕎
1
§
防
隷
h
、
鴨
）
．
勺
委
す
ト
。
O
O
9

　
旨
㊤
為
ρ
但
し
、
本
稿
第
三
章
註
～
四
及
び
註
～
五
も
参
照
。

⑩
弓
削
釜
湯
水
遠
の
ロ
ー
マ
㎞
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
一
年
、
五
五
頁
。

⑪
N
。
9
鐘
＝
■
Ω
9
密
臼
8
（
H
ミ
O
）
α
。
。
別
置
ρ
ミ
①
b
。
。
O
臣

⑫
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
が
ク
リ
ユ
ソ
ス
ト
モ
ス
を
抜
擢
し
た
こ
と
は
、
四
一
五
世
紀

　
の
パ
ッ
ラ
デ
ィ
オ
ス
著
咽
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
生
涯
に
つ
い
て
の

　
対
話
』
が
伝
え
る
（
勺
巴
〆
b
篤
ミ
q
㎝
ω
よ
伊
∩
h
丙
ζ
⑩
《
①
罫
ぎ
、
ミ
ミ
N
鼻
b
匙
、
冬
ミ

　
§
、
ぎ
ト
蓄
駄
⑦
、
・
冒
ミ
鴨
O
魯
ミ
旨
砺
き
ミ
’
Z
①
ミ
＜
o
芽
即
竃
，
ず
宅
塁
篇
㊤
Q
。
9
ω
9

　
＞
㍉
竃
寓
皿
ぎ
噸
超
俸
即
［
Φ
∩
醇
∩
ρ
ぎ
§
ミ
丁
霊
ミ
§
鳴
恥
ミ
貯
ミ
譜

　
鳶
§
O
魯
ミ
竃
無
も
ミ
峯
日
。
ヨ
」
■
℃
ロ
冨
」
⑩
Q
。
Q
。
．
＝
卜
σ
－
伊
）
。
そ
の
記
述
の
儒
懸
性
に

　
つ
い
て
は
、
O
’
切
帥
霞
’
誉
ぎ
G
腎
透
旨
累
。
ミ
畑
§
職
ミ
物
§
ミ
抄
く
。
〆
b
。
層

　
ζ
鴛
覧
鋤
づ
9
一
¢
①
ρ
刈
や
竃
。
団
段
（
H
㊤
o
。
α
）
①
1
日
を
参
照
。
総
主
教
就
任
の
年
に
つ

　
い
て
は
三
九
七
年
説
と
三
九
八
珍
説
が
あ
る
が
、
後
者
が
有
力
。
n
い
囲
穴
Φ
ξ
噛

　
O
ミ
§
篭
§
ミ
ミ
■
之
㊦
ミ
k
o
H
閃
■
お
㊤
9
δ
⑤
但
し
近
年
で
も
冒
頃
．
≦
・
O
．

　
ピ
δ
び
Φ
。
・
警
¢
①
貫
属
ミ
曾
◎
物
鳴
ミ
ミ
誉
ぎ
O
壽
紅
藻
無
略
ミ
、
○
×
8
巳
噂
N
O
一
押
b
。
逡
は
三

　
九
七
年
説
を
採
る
。
抜
摺
の
動
機
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
さ
し
あ
た
り

　
因
Φ
＝
団
（
一
Φ
O
㎝
）
H
O
⊆
臼
の
整
理
を
参
照
。
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
生
涯
や
作
品
に
つ

　
い
て
は
、
O
．
切
餌
母
」
o
ぎ
∩
ン
q
。
・
o
ω
8
曇
↓
ぎ
O
ミ
ぎ
、
勘
肉
篭
曼
匙
愚
鳴
ミ
黛
’
＜
o
ド

　
O
Q
’
Z
o
≦
k
o
葵
篇
曾
ρ
幽
紹
I
N
谷
隆
一
郎
「
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
」
上
智
大
学
中

　
世
思
想
研
究
所
編
『
教
育
思
想
史
∬
』
東
洋
館
出
版
社
、
一
九
八
四
年
、
二
〇
五

　
i
二
七
頁
。
≦
■
ζ
男
臼
卿
や
≧
京
田
雪
ぎ
O
壽
遣
旨
無
。
ミ
、
轡
。
づ
侮
。
づ
俸
2
の
ミ

　
k
o
門
ズ
』
O
O
ρ
甲
G
日
P
武
藤
慎
一
『
聖
書
解
釈
と
し
て
の
詩
歌
と
修
辞
婦
三
文
館
、

　
二
〇
〇
四
年
、
　
二
三
－
三
一
頁
。

⑬
廟
㍗
団
≦
噂
①
＆
‘
津
、
＼
ミ
ミ
譜
O
ミ
象
暴
↓
o
舅
α
b
。
』
。
。
①
卜
。
る
Φ
一
6
（
引
用
箇

　
所
は
、
O
頓
蝉
ω
㊤
吟
）
本
史
料
の
仏
訳
は
ζ
．
匂
。
o
ヨ
ヨ
㊥
N
’
切
ひ
鳶
§

　
O
鳶
警
防
身
、
o
ミ
魯
さ
ミ
へ
、
蝕
驚
隷
誉
器
ミ
織
、
言
触
ミ
魯
鳴
■
勺
巴
鈎
拐
㎝
鈴
英
訳
は

　
ζ
姥
9
昏
≧
δ
コ
（
卜
。
O
O
O
）
一
ω
N
－
9
Ω
q
≧
響
・
陣
①
曇
蟄
冒
ぎ
O
隷
塁
亀
§
ミ
、

　
『
o
づ
瓢
。
昼
H
Φ
切
9
㊤
刈
1
ρ
口
ご
磐
目
（
一
〇
8
）
δ
や
戸
出
A
・
ア
マ
ン
（
家
入
敏
光
訳
）

　
『
教
父
た
ち
』
エ
ン
デ
ル
レ
書
房
、
一
九
七
二
年
、
二
〇
〇
頁
。
ζ
①
げ
霧
∩
7
口
卑
N

　
（
｝
8
H
）
同
O
し
。
響
一
㊤
9
囚
①
ξ
（
一
Φ
㊤
研
）
三
下
①
O
■
穿
o
q
戦
。
。
・
①
（
N
8
G
。
）
㊤
ρ
卜
。
ω
①
き
富

　
同
ψ
試
訳
中
の
聖
書
か
ら
の
引
用
は
『
薔
新
約
聖
書
文
語
訳
』
日
本
南
山
協
会
、

　
一
九
九
五
年
に
拠
り
、
～
部
表
記
を
改
め
た
。
ま
た
、
こ
の
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス

　
の
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
に
対
す
る
態
度
を
捉
え
て
井
上
（
二
〇
〇
九
年
）
二
三
五
一

　
八
頁
は
、
宙
官
に
否
定
的
な
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
…
マ
文
明
と
好
意
的
な
キ
リ
ス

　
ト
教
と
を
対
比
す
る
が
（
中
谷
（
二
〇
～
○
年
）
＝
二
八
頁
も
参
照
）
、
四
・
五

　
世
紀
に
も
宙
官
に
対
し
否
定
的
な
キ
リ
ス
ト
教
教
父
は
複
数
存
在
し
て
お
り
、
直

　
ち
に
一
般
化
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
∩
幣
瓢
。
宴
ぎ
。
。
（
お
刈
Q
。
）
一
〇
q
O
毒
。
仲

　
（
H
㊤
○
O
O
）
嵩
O
φ
家
品
同
。
u
・
Φ
（
國
8
り
）
月
参
ω
ρ
○
し
。
自
象
ω
、
、
国
舅
心
配
。
。
。
｛
ζ
α
q
窯
、
’

　
↓
O
償
G
q
甥
Φ
H
（
ト
こ
O
O
鱒
）
一
Φ
H
目
〇
二
α
q
7
の
陛
（
N
O
O
㎝
）
①
N
I
ρ
和
田
（
二
〇
〇
⊥
ハ
年
）
　
五
ニ

　
一
三
頁
。
堺
聖
霊
℃
r
。
戸
⑦
ミ
竃
発
馬
犠
こ
貯
卜
貸
鷺
肉
も
ミ
§
き
ミ
儀
叫
b
始
瞬
虞
題
、

　
∩
◎
ヨ
窪
遣
o
Q
P
b
。
申
H
、
ω
。
。
Q
。
山
な
お
、
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
に
は
も
う
一
篇
エ
ウ

　
ト
ロ
ピ
オ
ス
の
名
を
表
題
に
含
め
た
説
教
が
伝
わ
る
が
（
、
O
α
卜
⊃
”
も
Q
㊤
α
1
蒔
H
切
．
）
、

　
実
際
に
は
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
で
は
な
く
劉
人
を
対
象
に
し
た
も
の
で
あ
る
た
め

　
（
∩
怖
○
≧
σ
興
ρ
O
ミ
§
疑
執
き
浅
§
ミ
嵩
愚
鳴
、
魍
ζ
ゆ
づ
魯
Φ
罫
≦
「
貯
戸
N
貯
ド
劉
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6
。
。
《
H
認
詳
。
仲
①
姻
．
≧
．
∩
蛸
ヨ
⑦
お
員
〉
竃
邑
α
魯
伴
強
a
国
。
ヨ
間
ぐ
。
粘

　
∩
ず
蔓
。
・
8
8
5
＞
§
ミ
蓉
§
N
§
ミ
塁
ミ
的
ミ
ミ
塁
ω
b
。
．
お
。
。
Q
。
’
。
。
幽
ム
鉾
穴
①
ξ

　
（
一
㊤
O
窃
）
ド
畠
．
窃
膳
l
q
ζ
Φ
ぴ
Φ
。
。
〔
7
⊆
Φ
嘗
（
b
Q
O
H
一
）
b
。
ト
の
窃
コ
。
審
H
一
．
）
、
本
稿
で
は
扱
わ

　
な
い
。

⑭
6
§
●
O
・
心
ρ
多
（
三
九
九
年
甘
辛
～
七
日
、
オ
リ
ェ
ン
ス
道
長
官
ア
ゥ
レ
リ
ァ

　
ノ
ス
宛
）
。
∩
い
冒
竃
斜
壁
Φ
≦
q
。
■
円
ぎ
沁
Q
ミ
§
肉
篭
§
越
ミ
》
こ
ミ
§
触
ミ
鈎
》
弓

　
》
き
o
N
．
卜
。
O
O
N
卜
。
刈
島
訳
文
は
和
田
（
二
〇
〇
六
年
）
五
一
－
二
頁
よ
り
一
部
表
記

　
を
改
め
て
引
用
。
本
法
文
の
発
布
日
に
つ
い
て
～
月
一
七
目
説
は
採
ら
な
い
。

　
∩
怖
○
勺
甥
鋤
鐸
↓
ぎ
↓
隷
S
儀
霧
㍉
ミ
、
O
o
職
鳴
ミ
ミ
〉
ざ
ミ
謝
§
ミ
ミ
偽
い
㌣
ミ
ミ
ミ
ミ
篭

　
O
§
吻
ミ
触
ミ
§
恥
蜜
勺
二
渇
8
停
。
鐸
6
認
b
切
Q
。
目
。
言
卜
⊃
P
び
電
げ
舘
9
口
簿
N
（
一
〇
㊤
一
）
δ
心

　
づ
。
冨
伊
な
お
、
当
時
、
理
論
上
で
は
あ
る
が
帝
国
東
西
の
一
方
の
宮
廷
で
発
布

　
さ
れ
た
法
律
は
他
方
に
も
送
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
（
∩
門
護
．
｝
9
0
ミ
隊
N
、

　
§
妹
ミ
勘
ミ
ミ
、
こ
ミ
ヘ
ミ
ご
、
N
ミ
、
ぎ
い
ミ
魯
駄
需
ミ
起
§
卜
§
亀
’
b
⊃
コ
窪
巴
‘

　
∩
即
岩
国
錠
G
q
P
H
O
総
．
心
ω
￥
Q
。
．
）
、
こ
の
法
律
も
ま
た
ミ
ラ
ノ
の
帝
国
西
部
富
廷
に

　
届
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ア
ヌ
ス
の
『
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
弾
劾
詩
㎞

　
（
Q
窪
9
ミ
肉
ミ
、
魯
．
卜
。
．
弓
識
O
．
）
か
ら
推
測
さ
れ
て
い
る
。
∩
捗
∩
僧
ヨ
①
8
コ

　
（
ら
刈
O
二
ぬ
φ
ζ
O
①
≦
①
罫
學
①
閉
毘
o
h
牛
堀
δ
窟
奉
O
O
鼻
ρ
一
8
ρ
㎝
。
。
b
。
ム

　
但
し
、
東
西
帝
国
問
の
法
律
送
付
の
実
態
に
は
確
言
し
難
い
点
も
多
い
。
∩
h
国
．

　
匂
D
伴
①
旦
§
ざ
勘
鳴
ミ
へ
び
霧
ー
ミ
幅
N
驚
舜
同
。
讐
．
一
℃
p
凱
。
。
レ
8
Q
。
b
o
。
刈
．

⑮
日
工
0
8
捧
卜
§
§
ミ
馬
O
註
型
物
ミ
肉
二
巴
蚕
動
認
底
♂
ト
や
○
×
臨
。
旦

　
一
㊤
O
。
。
為
や
⑩
q
年
毎
の
内
訳
は
三
九
六
年
に
四
八
法
文
、
三
九
七
年
に
二
三
法
文
、

　
三
九
八
年
に
二
〇
法
文
、
三
九
九
年
に
一
〇
法
文
（
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
失
脚
後
に

　
発
布
さ
れ
た
一
〇
法
文
を
除
く
）
、
皇
帝
名
は
い
ず
れ
も
ア
ル
カ
デ
ィ
ウ
ス
と
ホ

　
ノ
リ
ウ
ス
で
あ
る
（
但
し
、
こ
れ
ら
に
は
¢
o
づ
。
泳
が
内
容
の
重
複
す
る
法
文
や

　
岡
一
日
に
発
布
さ
れ
た
複
数
の
法
文
に
つ
い
て
ま
と
め
て
一
つ
の
法
文
と
み
な
し

　
計
算
し
て
い
る
場
合
が
含
ま
れ
、
該
当
法
文
を
全
て
別
法
文
と
し
て
考
え
る
と
合

　
計
～
　
○
法
文
と
な
る
。
ま
た
、
こ
の
箇
所
の
初
出
論
文
日
踏
。
づ
。
鉢

　
曽
g
寮
長
、
［
9
宅
諸
鐙
（
ω
Φ
①
ゐ
）
雪
α
9
冨
門
ρ
器
Φ
。
・
§
・
・
。
臨
≧
畠
岳
二
。
・

　
（
ω
逡
ム
O
c
。
）
噂
携
的
μ
一
b
。
’
一
㊤
綜
’
旨
b
。
め
心
で
は
前
掲
嘗
で
の
法
文
数
と
数
え
方
が
異

　
な
っ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
寓
。
唇
は
（
H
8
0
0
）
に
お
け
る
修
正
に
従
う
）
。
な
お
、

　
こ
の
一
〇
一
法
文
に
つ
い
て
、
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
の
関
与
し
た
法
律
の
み
が
選
択

　
的
に
除
外
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
も
の
だ
け
が
残
存
し
た
と
い
う
可
能
性
も
、
管
見

　
の
隈
り
研
究
史
上
で
指
摘
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
が
、
理
論
上
は
考
え
ら
れ
る
。
し

　
か
し
こ
れ
は
隅
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
法
典
㎞
の
編
纂
過
程
に
関
わ
る
問
題
で
あ
っ
て
、

　
現
在
の
研
究
状
況
で
は
、
も
と
も
と
発
布
さ
れ
た
法
文
全
体
の
う
ち
ど
れ
く
ら
い

　
の
割
合
が
魍
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
法
典
㎞
に
収
録
さ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
そ
の
編
纂
が

　
体
系
的
に
な
さ
れ
た
か
否
か
に
つ
い
て
見
解
の
一
致
を
み
て
い
な
い
以
上
、
確
言

　
し
難
い
。
以
下
の
鷺
苔
攣
Φ
ミ
。
。
と
し
∩
マ
冨
の
見
解
を
対
照
の
こ
と
。
∩
い
｝
．

　
麟
銭
臨
窃
捧
囲
■
≦
O
O
α
①
匹
g
。
．
噛
§
鳴
§
ミ
適
々
ミ
嵩
O
Q
織
Q
唱
卜
Ω
う
α
①
創
．
胃
ぴ
O
昌
α
O
♪

　
卜
。
O
H
ρ
〈
協
マ
×
¶
嵩
1
①
メ
｝
．
竃
四
臨
御
⑦
≦
。
・
、
卜
塁
尋
磯
b
ミ
§
、
ぎ
ト
笥
§
Z
Φ
ミ
凝
帥
〈
魯

　
俸
『
O
コ
瓢
O
戸
N
O
O
9
＞
．
q
D
貯
ズ
。
。
■
↓
戸
戸
↓
画
帖
O
儀
O
鴇
ミ
馬
O
O
職
鰹
聞
ユ
㊦
島
臨
∩
ゴ
匂
。
匹
O
昼

　
b
o
O
O
メ

⑯
○
．
匂
D
Φ
㊦
∩
〆
〉
時
＆
δ
q
。
▼
肉
肉
妙
一
。
。
揖
嫁
a
心
．
Ω
誕
8
0
臥
（
一
㊤
O
Q
Q
）
。
。
N

⑰
O
§
b
．
直
二
心
．
（
三
九
六
年
二
月
置
二
日
、
オ
リ
エ
ン
ス
道
長
官
カ
エ
サ
リ
オ

　
ス
宛
）
。
匂
D
留
突
自
身
が
例
と
し
て
挙
げ
る
の
は
以
下
の
三
法
文
で
あ
る
。
O
↓
㌣

　
δ
臣
ρ
b
σ
ピ
（
三
九
六
年
四
月
二
四
日
、
帝
室
財
塵
管
理
総
監
ラ
ウ
レ
ン
テ
ィ
オ
ス

　
宛
）
、
O
↓
隷
φ
寄
■
H
（
三
九
六
年
五
月
九
日
、
オ
リ
エ
ン
ス
道
長
官
カ
エ
サ
リ
オ

　
ス
宛
）
、
O
↓
閉
り
罫
ω
．
（
三
九
七
年
九
月
四
日
、
オ
リ
エ
ン
ス
道
長
官
エ
ウ
テ
ユ

　
キ
ア
ノ
ス
宛
）
。
他
に
も
否
定
的
に
評
価
さ
れ
う
る
法
律
と
し
て
、
O
↓
誉
．
一
Φ
⊆
n
■
ω
¢

　
（
三
九
九
年
七
月
六
日
、
同
）
、
O
↓
勘
㊤
・
蔭
ρ
蜀
（
三
九
九
年
七
月
二
五
日
、
同
）

　
な
ど
。
∩
怖
漏
。
琴
鼠
（
一
〇
Φ
Q
。
）
。
。
P
法
律
以
外
の
史
料
か
ら
え
ら
れ
る
エ
ウ
ト
ロ

　
ピ
オ
ス
の
政
策
に
対
す
る
否
定
的
評
価
は
、
の
・
O
m
α
q
門
。
昌
き
一
白
§
ミ
鳴
ヘ
ミ
ミ

　
昏
息
軌
ミ
帖
噌
霊
瀞
レ
O
録
8
0
一
｝
「
穴
⑩
ξ
（
一
8
㎝
）
巳
P

⑱
訟
8
0
抵
（
6
㊤
。
。
）
。
。
b
。
山
9
ヨ
①
同
質
（
6
刈
O
）
お
甲
ω
ρ
日
頃
8
0
門
傷
響
閃
。
日
聾
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［
障
ゆ
≦
＞
O
N
O
O
ム
O
ρ
ψ
q
D
ミ
鋤
営
卿
ζ
麟
血
ミ
貴
紆
①
紆
‘
郎
意
こ
§
ミ
鳩
蒔
卜
亀
鷺

　
餌
ミ
耐
ミ
蛍
○
×
｛
o
鼠
，
8
0
介
お
N

⑲
O
§
ヒ
』
瞳
．
（
三
九
九
年
三
月
一
〇
日
、
オ
リ
エ
ン
ス
道
長
官
エ
ウ
テ
ユ
キ

　
ア
ノ
ス
宛
）
。
O
↓
勘
H
｝
逗
曲
⊂
n
．
（
三
九
九
年
五
月
二
五
日
、
同
）
。
関
連
法
文
と
し

　
て
O
↓
浮
．
鼻
S
｝
．
（
三
九
九
年
三
月
一
四
日
、
同
）
。
渡
辺
金
一
『
ビ
ザ
ン
ツ
社
会

　
経
済
史
研
究
㎞
岩
波
誉
店
、
｝
九
六
八
年
、
二
六
二
！
四
買
及
び
二
八
三
一
四
頁

　
註
四
九
や
マ
q
寄
m
蕊
Φ
、
憩
ミ
§
乱
隷
恥
寒
ミ
ミ
ミ
さ
、
ミ
§
賊
ミ
き
笥
§
魯
防

　
沁
q
ミ
ぎ
為
§
謁
§
診
察
．
ζ
⇔
づ
∩
蕃
員
6
。
。
刈
絹
。
。
を
参
照
。
「
封
建
化
へ
の
抵
抗
扁
に

　
つ
い
て
は
、
q
o
酵
①
ぎ
（
同
⑩
①
Q
O
）
卜
。
Q
。
甲
野
匂
∩
．
竃
農
N
鴛
口
ρ
恥
ミ
苛
ミ
郵
竃
圃
ず
コ
ρ
お
㊤
ρ

　
冨
￥
。
。
．
O
①
ヨ
。
＝
。
q
①
o
ス
6
ヨ
）
6
ω
を
参
照
。
近
年
で
も
鵠
。
づ
。
は
（
6
0
。
。
）
。
。
。
。

　
と
国
8
0
誌
（
軸
O
O
心
）
郎
刈
が
、
上
記
q
。
停
①
ヲ
ら
の
見
解
を
踏
襲
す
る
。
こ
れ
ら
の

　
法
律
が
発
布
さ
れ
た
社
会
的
背
崇
に
つ
い
て
簡
略
に
は
、
P
・
ガ
ー
ン
ジ
イ
（
松

　
本
宣
郎
・
阪
本
浩
訳
）
覗
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
飢
饅
と
食
糧
供
給
㎞
白
水

　
社
、
一
九
九
八
年
、
八
二
一
入
頁
を
参
照
。
な
お
「
農
村
の
バ
ト
ロ
キ
ニ
ウ
ム
」

　
に
関
し
我
が
国
の
最
新
の
論
文
と
し
て
、
山
下
孝
輔
「
後
期
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け

　
る
農
民
逃
亡
と
法
形
成
」
『
西
洋
古
代
史
研
究
』
一
一
、
二
〇
一
一
年
、
三
九
－

　
六
一
頁
。
山
下
氏
は
、
上
記
O
↓
壁
一
H
卜
。
繕
今
α
．
か
ら
読
み
取
る
こ
と
の
で
き
る
エ

　
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
蒔
代
の
政
治
の
重
要
な
特
質
と
し
て
、
国
家
利
益
の
優
先
の
み
な

　
ら
ず
厳
罰
化
傾
向
を
よ
り
重
視
し
、
こ
れ
を
社
会
統
制
の
強
化
で
は
な
く
官
僚
の

　
操
縦
強
化
を
企
図
し
た
も
の
と
捉
え
る
。
厳
罰
化
傾
向
に
つ
い
て
は
、
氏
も
記
す

　
ご
と
く
既
に
渡
辺
（
～
九
六
八
年
〉
二
六
三
一
四
頁
に
同
様
の
指
摘
が
あ
り
新
し

　
い
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
意
図
を
官
僚
の
管
理
と
読
み
替
え
る
点
は
氏
独
自
の

　
観
点
と
い
っ
て
よ
く
、
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
に
よ
る
長
大
な
謀
叛
禁
止
令
（
O
↓
壽
り

　
H
餅
ω
．
（
三
九
七
年
九
月
四
日
、
オ
リ
ェ
ン
ス
道
長
官
エ
ウ
テ
ユ
キ
ァ
ノ
ス
宛
）
。

　
6
h
O
巳
O
鎚
く
Φ
。
。
■
6
ミ
馬
鴇
笥
ミ
ミ
ミ
b
ミ
ミ
ミ
、
Z
の
ミ
く
O
芽
、
お
刈
ω
．
一
ト
。
鱒
ギ
ボ
ン

　
（
～
九
九
六
年
。
）
～
一
八
一
二
〇
頁
）
の
内
容
を
も
連
想
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ

　
っ
て
興
味
深
い
。

⑳
、
O
㎝
卜
。
．
ω
¢
ω
．

⑳
O
ぎ
り
蒔
㎝
’
ω
’
（
三
九
八
年
七
月
二
七
日
、
オ
リ
ェ
ン
ス
道
長
官
エ
ゥ
テ
ユ
キ
ァ

　
ノ
ス
宛
）
。
以
下
を
参
照
。
船
田
享
二
隅
ロ
ー
マ
法
五
』
岩
波
轡
店
、
一
九
七
二

　
年
（
改
版
）
、
三
三
三
頁
。
弓
削
達
『
ロ
ー
マ
帝
国
の
国
家
と
社
会
』
岩
波
書
店
、

　
一
九
六
四
年
、
三
五
六
一
六
七
頁
。
》
．
一
≧
口
欝
O
鐸
勘
ミ
㌔
ミ
起
⑦
二
恩
鴨
ト
ミ
黛

　
し
d
m
霞
舅
。
器
卿
巨
。
渇
位
§
、
一
〇
。
。
刈
層
旨
酔
島
劔
平
門
ロ
ー
マ
の
奴
隷
と
ア
ジ
ー
ル
」

　
弓
削
達
・
伊
藤
貞
炎
編
欄
ギ
リ
シ
ア
と
ロ
ー
マ
㎞
河
出
書
房
新
社
、
一
九
八
八
年
、

　
一
二
九
九
頁
。
○
目
δ
誘
野
．
誉
瀞
§
ミ
題
O
鳶
夏
島
防
§
ミ
畠
一
塁
斡
き
議
§
ミ
篭
魯
災

　
（
動
℃
o
。
1
戯
◎
へ
）
、
↓
ま
ヨ
G
q
Φ
＞
N
O
O
ρ
卜
。
ミ
φ
鑓
0
3
泳
　
（
b
。
O
O
蒔
）
旨
刈
撃
。
。
■

　
ζ
①
σ
窃
∩
7
二
簿
N
（
N
O
に
）
b
。
b
。
伊
無
論
、
か
か
る
意
図
は
統
治
者
側
の
希
望
で
あ
っ

　
て
、
必
ず
し
も
そ
れ
が
実
現
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
テ
ィ
ン
ネ
フ

　
ェ
ル
ト
（
一
九
八
四
年
）
×
〈
葺
合
を
参
照
。
な
お
、
本
法
律
の
発
布
地
は
オ
リ

　
エ
ン
ス
道
ポ
ン
チ
イ
カ
管
区
属
州
第
一
ガ
ラ
テ
ィ
ア
の
都
市
ム
ニ
ズ
ス
（
6
い
労

　
遍
巴
σ
①
鉢
Φ
恥
‘
ヒ
u
額
ミ
》
奥
、
ミ
一
滴
、
貯
物
ミ
，
、
ぎ
◎
鳶
簿
§
ミ
肉
偽
ミ
ミ
執
尋
蔑
猟

　
勺
瓢
コ
∩
簿
。
戸
卜
Q
O
O
g
o
。
9
∩
⑳
）
と
な
っ
て
お
り
、
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
が
対
フ
ン
族

　
出
征
中
に
発
布
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
ア
ル
カ
デ
ィ
ウ
ス
は
親
征
し
て
い
な

　
い
）
。

⑫
　
竃
鋤
N
建
蚤
。
（
一
Φ
8
）
H
ω
メ

㊧
O
↓
勘
ρ
ω
⑳
ρ
（
三
九
六
年
八
月
三
一
日
、
オ
リ
エ
ン
ス
道
長
官
カ
エ
サ
リ
オ
ス

　
宛
）
。
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
は
本
法
律
に
よ
っ
て
、
タ
テ
ィ
ア
ノ
ス
を
処
罰
し
属
州

　
リ
ュ
キ
ア
に
不
名
脊
を
被
ら
せ
た
ル
フ
ィ
ヌ
ス
と
そ
れ
を
撤
回
し
た
自
ら
と
を
対

　
比
せ
ん
と
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
∩
浄
〉
．
〉
づ
紆
①
ミ
。
・
’
↓
ぎ
§
肉
ミ
、
愚
暁
黛
ミ
庶

　
O
、
ミ
ヘ
ミ
§
O
§
、
ミ
§
ミ
鈎
元
仁
蜀
山
Φ
言
ぼ
鋤
レ
㊤
ω
智
H
①
．
な
お
、
田
中
創
「
帝
政
後

　
期
に
お
け
る
道
長
官
の
変
容
」
桜
井
万
里
子
・
師
尾
晶
子
零
丁
古
代
地
中
海
世
界

　
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
㎞
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
、
三
七
三
－
九
九
頁
は
本
法
律

　
を
取
り
上
げ
、
大
略
、
帝
国
東
部
地
方
社
会
の
側
か
ら
み
た
オ
リ
エ
ン
ス
道
長
官

　
の
仲
介
者
と
し
て
の
役
割
、
そ
の
宮
廷
に
お
け
る
政
策
決
定
上
の
影
響
力
の
隈
界
、

（334）18
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タ
テ
ィ
ア
ノ
ス
の
経
歴
が
示
す
帝
国
東
部
の
社
会
変
容
（
恩
恵
付
与
を
介
し
た
道

長
官
と
属
州
民
の
結
合
強
化
）
の
三
点
を
論
ず
る
。
第
一
聖
目
に
関
し
、
氏
は
前

書
「
古
代
末
期
に
お
け
る
公
的
教
師
の
社
会
的
役
割
」
『
史
学
雑
誌
㎞
　
一
七
一

二
、
二
〇
〇
八
年
、
｝
五
九
i
九
〇
頁
と
と
も
に
、
主
と
し
て
四
世
紀
の
修
辞
学

者
リ
バ
ニ
オ
ス
の
轡
簡
分
析
に
基
づ
き
中
央
・
地
方
問
の
関
係
の
「
対
話
的
な
性

格
」
を
強
調
す
る
が
（
ユ
リ
ア
ヌ
ス
期
に
資
財
東
部
知
識
人
が
中
央
・
地
方
間
の

仲
介
者
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
す
る
小
坂
俊
介
「
カ
ル
ケ
ド
ン
裁
判

考
」
欄
歴
史
二
一
一
六
、
二
〇
一
一
年
、
～
1
三
〇
頁
、
法
律
形
成
に
際
し
て
の

「
下
意
上
達
」
を
重
視
す
る
山
下
（
二
〇
一
一
年
）
も
田
中
氏
の
説
に
親
和
的
で

あ
り
、
近
年
の
一
流
行
を
形
成
す
る
）
、
帝
国
宮
廷
に
よ
る
地
方
統
制
が
し
ば
し

ば
難
航
し
た
の
と
同
様
、
地
方
使
節
に
よ
る
宮
廷
へ
の
働
き
か
け
も
常
に
円
滑
に

奏
功
し
た
わ
け
で
は
な
い
た
め
（
∩
h
冒
鵠
．
ミ
．
O
．
巨
貯
σ
㊥
ω
魯
器
斥
N
．
出
ミ
ご
さ
．

○
×
8
門
9
二
二
卜
。
レ
O
Φ
．
）
、
二
者
間
の
関
係
は
「
対
話
」
で
は
な
く
「
折
衝
」
「
交

渉
」
と
み
る
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
（
∩
い
穴
Φ
ξ
（
N
O
O
心
）
卜
。
卜
。
㎝
l
G
。
ご
。
第
二
点
目

に
関
し
、
氏
は
「
法
の
撤
回
」
が
皇
帝
に
よ
る
も
の
と
考
え
、
こ
れ
に
よ
っ
て
道

長
官
権
力
の
限
界
を
強
調
す
る
が
、
か
か
る
主
張
を
証
明
す
る
た
め
に
は
皇
帝
顧

問
会
議
（
6
0
「
P
o
o
一
q
昏
酔
O
『
竺
』
5
P
）
で
の
立
法
過
程
に
お
け
る
皇
帝
の
主
導
性
の
程
度
を

明
示
す
る
と
と
も
に
、
道
長
官
自
身
の
政
策
転
換
で
あ
る
可
能
性
を
も
排
除
す
る

必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
本
稿
第
三
章
註
　
二
も
参
照
。
第
三
点

目
に
関
し
、
氏
が
適
切
に
指
摘
す
る
ご
と
く
、
タ
テ
ィ
ア
ノ
ス
の
出
世
と
軌
を
～

に
し
て
、
ウ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
朝
期
以
降
に
法
学
者
重
用
の
傾
向
が
強
ま
る

こ
と
自
体
は
確
か
で
あ
る
（
∩
h
Z
’
戸
①
諺
軍
寒
菅
ミ
鴨
今
山
隷
隔
壁
鴨
¶
切
①
芽
鉱
①
メ

び
o
u
・
〉
づ
G
q
o
訂
匂
。
．
轡
。
鄭
α
o
コ
噸
N
8
卜
。
．
①
や
メ
）
。
し
か
し
、
国
血
肉
H
及
び
謀
沁
肉
b
。

を
用
い
て
四
・
五
世
紀
の
オ
リ
エ
ン
ス
道
長
官
の
出
身
地
を
通
覧
す
る
と
、
若
干

数
の
不
明
・
例
外
は
あ
る
が
概
ね
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
ニ
二
期
は
帝
国
東
部

出
身
者
が
多
い
の
に
対
し
、
ユ
リ
ア
ヌ
ス
か
ら
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
～
世
ま
で
は
帝
国

西
部
出
身
者
が
多
数
を
占
め
（
但
し
皇
帝
の
出
身
地
と
厳
密
な
地
縁
的
関
係
を
持

　
つ
わ
け
で
は
な
い
。
拙
稿
（
二
〇
〇
九
年
b
）
を
参
照
）
、
ア
ル
カ
デ
ィ
ウ
ス
期

　
に
は
不
明
な
場
合
が
増
え
て
ゆ
く
。
か
か
る
事
実
の
経
過
に
照
ら
せ
ば
、
タ
テ
ィ

　
ア
ノ
ス
の
ご
と
き
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
一
世
治
下
に
お
い
て
帝
国
東
部
出
身
者
が
オ
リ

　
エ
ン
ス
道
長
官
ま
で
到
達
し
た
例
は
か
え
っ
て
珍
し
く
、
恩
恵
付
与
行
為
自
体
も

　
後
期
ロ
ー
マ
帝
国
の
高
官
の
み
に
固
有
の
も
の
で
は
な
い
ゆ
え
、
氏
の
主
張
す
る

　
ご
と
く
、
タ
テ
ィ
ア
ノ
ス
の
経
歴
が
直
ち
に
帝
政
後
期
の
論
理
申
海
世
界
に
お
け

　
る
社
会
変
容
を
反
映
す
る
も
の
だ
と
は
俄
か
に
は
確
潔
し
難
い
。

⑳
　
O
↓
鳶
b
．
心
P
H
9
（
三
九
六
年
八
月
三
日
、
オ
リ
エ
ン
ス
道
長
窟
カ
エ
サ
リ
オ
ス

　
宛
）
。
O
触
｝
ω
』
P
ω
．
（
　
二
九
六
年
＝
一
月
八
日
、
オ
リ
エ
ン
ス
道
長
官
エ
ウ
テ
ユ

　
キ
ア
ノ
ス
宛
）
。
O
↓
神
り
冥
ω
‘
（
三
九
七
年
九
月
四
日
、
同
）
。
O
↓
壽
卜
ト
の
’
H
．
（
三
九

　
九
年
一
〇
月
六
日
、
オ
リ
エ
ン
ス
道
長
官
ア
ウ
レ
リ
ア
ノ
ス
宛
）
。
O
↓
詠
．
α
．
ピ
9

　
（
同
）
。
以
下
を
参
照
。
船
田
享
二
『
ロ
ー
マ
法
四
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年

　
（
改
版
）
、
四
八
－
五
六
頁
。
船
田
（
一
九
七
二
年
）
三
三
三
買
。
類
O
謬
O
泳

　
（
一
8
Q
◎
）
○
。
。
。
φ
林
信
夫
「
ロ
ー
マ
社
会
に
お
け
る
嫁
資
制
度
の
変
遷
過
程
」
欄
西

　
洋
法
制
史
学
の
現
在
㎞
創
文
社
、
二
〇
〇
六
年
、
三
～
二
一
五
頁
及
び
四
八
一
五
一

　
頁
。
な
お
、
最
後
の
二
法
文
の
発
布
年
に
つ
い
て
、
林
（
二
〇
〇
六
年
）
一
七
頁

　
及
び
四
九
頁
は
疑
問
符
付
き
で
三
九
六
年
と
す
る
が
、
本
章
で
は
勺
ゲ
勉
鐸

　
（
一
㊤
認
）
○
。
さ
。
コ
0
8
み
及
び
∩
四
3
醇
◎
コ
自
門
0
5
α
q
（
お
㊤
ω
）
翫
①
山
に
従
っ
て
三
九
九

　
年
と
考
え
る
。

㊧
　
O
目
詠
．
P
｝
■
一
ρ
（
三
九
八
年
二
月
一
二
日
、
オ
リ
エ
ン
ス
道
長
官
エ
ウ
テ
ユ
キ
ア
ノ

　
ス
宛
）
。
本
法
文
に
つ
い
て
は
、
船
田
（
一
九
七
二
年
）
慧
四
七
i
入
頁
及
び
田

　
野
望
門
ロ
ー
マ
帝
政
後
期
の
法
と
実
践
」
『
歴
史
学
研
究
』
八
八
五
、
二
〇
一
一

　
年
、
一
四
五
－
六
頁
を
参
照
。
他
に
も
ユ
ダ
ヤ
人
関
連
の
法
律
と
し
て
、
G
↓
勘

　
H
①
■
Q
。
レ
ρ
（
三
九
六
年
二
月
二
八
日
、
ユ
ダ
ヤ
人
宛
）
。
O
↓
神
』
④
Q
。
．
一
一
．
（
一
二
九
六
年

　
四
月
二
四
日
、
オ
リ
ェ
ン
ス
管
区
総
監
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ア
ノ
ス
宛
）
。
O
寡
μ
①
．
鉾
碍

　
（
三
九
七
年
六
月
一
七
日
、
イ
リ
ュ
リ
ク
ム
道
長
官
ア
ナ
ト
リ
オ
ス
宛
）
。
O
↓
神
．

　
一
①
．
。
。
．
｝
ω
．
（
三
九
七
年
七
月
一
日
、
オ
リ
エ
ン
ス
道
長
官
書
面
サ
リ
オ
ス
宛
）
。
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⑳
O
↓
鍋
H
日
ω
．
轡
（
三
九
六
年
＝
　
月
二
五
日
頃
た
は
一
月
六
日
、
コ
ン
ス
タ
ン

　
テ
イ
ノ
！
プ
ル
市
長
宮
ク
ラ
ウ
デ
イ
オ
ス
宛
）
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
エ
ウ
ト
ロ

　
ピ
オ
ス
は
、
マ
ジ
ュ
マ
（
白
田
君
ヨ
四
）
と
呼
ば
れ
る
東
方
起
源
の
実
態
不
詳
な
水

　
芸
（
Ω
．
勺
冨
疑
（
お
認
）
お
G
◎
嶺
。
仲
①
一
．
）
を
復
活
さ
せ
た
が
、
失
脚
後
直
ち
に
撤

　
回
さ
れ
て
い
る
。
∩
h
O
↓
勘
一
9
⑤
ド
（
三
九
六
年
四
月
二
五
日
、
オ
リ
ェ
ン
ス
道

　
長
官
カ
エ
サ
リ
オ
ス
宛
）
及
び
O
§
．
一
切
φ
b
。
．
（
三
九
九
年
　
○
月
二
日
、
オ
リ
エ

　
ン
ス
道
長
官
ア
ウ
レ
リ
ア
ノ
ス
宛
）
。

⑳
　
O
↓
勘
H
9
嗣
・
ω
命
（
三
九
六
年
三
月
二
四
日
、
オ
リ
エ
ン
ス
道
長
官
カ
エ
サ
リ
オ

　
ス
宛
）
。
O
↓
浮
』
伊
一
・
ω
伊
（
三
九
六
年
目
発
布
月
日
不
明
）
、
同
）
。
O
↓
神
．
一
躍
．
ω
①
．

　
（
三
九
七
年
一
一
月
～
B
、
オ
リ
エ
ン
ス
管
区
総
監
ア
ス
テ
リ
オ
ス
宛
）
。
O
↓
壽
．

　
一
9
一
b
。
鉾
（
三
九
八
年
七
月
三
日
、
オ
リ
エ
ン
ス
道
長
官
エ
ウ
テ
ユ
キ
ァ
ノ
ス
宛
）
。

　
O
↓
勘
H
餌
掴
も
。
O
．
（
三
九
八
年
一
〇
月
一
一
日
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
市
総

　
督
セ
ウ
エ
ロ
ス
宛
）
。
O
↓
誉
』
鑓
逗
ρ
（
三
九
八
年
＝
～
月
＝
二
臼
、
オ
リ
ェ
ン
ス

　
道
長
官
エ
ウ
テ
ユ
キ
ア
ノ
ス
宛
）
。

⑳
∩
舅
の
8
つ
（
奪
。
）
誌
鉾
組
し
∩
婁
Φ
8
μ
卿
ぎ
お
（
謹
ω
）
刈
は
、
こ
れ
ら

　
全
て
を
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
の
偲
人
的
政
策
の
直
接
的
反
映
と
み
な
す
こ
と
に
は
慎

　
重
で
あ
る
が
、
彼
が
果
た
し
た
役
割
の
大
き
さ
自
体
は
疑
っ
て
い
な
い
。
∩
h

　
∩
四
日
9
0
冨
卿
び
。
づ
α
Q
（
H
O
㊤
ω
）
ω
ω
⑦
ま
た
、
こ
れ
ら
の
政
策
が
キ
リ
ス
ト
教
の
影

　
響
や
社
会
的
不
安
の
結
果
で
あ
る
か
は
慎
重
に
判
断
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
林

　
（
二
〇
〇
六
年
）
六
三
－
四
頁
を
参
照
。

⑲
　
ギ
ボ
ン
（
一
九
九
六
年
。
）
　
一
一
一
－
二
頁
。
q
D
序
。
冒
（
一
㊤
①
Q
。
）
b
o
ω
ω
．
エ
ゥ
ト
ロ

　
ピ
オ
ス
が
か
か
る
資
質
を
ど
の
よ
う
に
獲
得
し
た
か
は
本
稿
第
三
章
で
後
述
。
な

　
お
、
当
該
時
代
に
お
け
る
門
個
人
的
資
質
」
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
（
工
○

　
〇
九
年
b
）
。

⑳
9
ヨ
臼
。
づ
（
ド
㊤
刈
O
）
冨
◎
冒
ぎ
罫
α
Q
■
6
ミ
ミ
暁
§
、
物
§
趣
ミ
、
愚
ミ
ミ
、
∩
冨
℃
Φ
同

　
螢
嬬
俸
［
。
巳
。
戸
冨
O
①
」
O
刈
－
ホ
q
ぎ
g
。
q
冨
集
卜
。
0
8
）
忠
輩
①
．

⑳
　
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ア
ヌ
ス
は
、
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
が
窟
官
で
あ
り
な
が
ら
裁
判
官
・

　
将
軍
・
コ
ン
ス
ル
に
就
任
し
た
こ
と
、
な
か
ん
ず
く
コ
ン
ス
ル
に
就
任
し
た
こ
と

　
を
執
拗
に
非
難
し
て
い
る
。
Ω
四
ロ
9
ミ
両
ミ
壁
魯
■
H
．
卜
⊃
N
O
I
ω
O
ρ
G
。
＆
1
刈
ρ

　
G
Q
Φ
一
－
鰹
卯
P
悶
μ
O
山
ρ
N
．
Q
Q
I
り
’
b
o
郵
O
Q
マ
b
D
．
認
1
0
G
ω
▼
一
器
山
b
っ
9
∩
い
∩
”
筍
9
0
p

　
（
お
刈
O
）
ド
ら
。
㌣
ω
■
9
日
費
雪
捧
［
8
G
q
（
一
8
。
。
）
H
O
。
。
幽
工
0
8
臥
（
這
㊤
。
。
）
㊤
ρ
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第
三
章
　
宙
官
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
の
行
政
改
革

　
前
章
で
は
、
窟
官
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
が
帝
国
行
政
に
深
く
関
与
し
た
こ
と
、
ま
た
そ
れ
が
必
ず
し
も
彼
の
私
利
私
欲
に
の
み
由
来
す
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
み
た
。
し
か
し
、
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
が
行
な
っ
た
諸
政
策
は
、
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
一
世
時
代
に
お
け
る
政
策
の
継
承
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

う
　
面
を
も
色
濃
く
有
し
て
お
り
、
従
っ
て
そ
の
な
か
に
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
一
世
で
は
な
く
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
の
時
代
に
固
有
の
宙
官
増
加
の
理

由
を
求
め
よ
う
と
し
て
も
困
難
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
も
そ
も
先
に
み
た
ご
と
き
諸
政
策
が
、
直
接
に
議
官
の
画
期
的
増
加
を
惹
起
せ
し

め
た
行
政
改
革
で
あ
っ
た
と
み
な
す
こ
と
も
困
難
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
が
就
任
し
て
い
た
宮
内
長
官
と
い
う
官
職
自
体
、
前



宙窟エウトロピオスの行政改革（南雲〉

章
で
も
触
れ
た
ご
と
く
皇
帝
の
周
囲
の
宮
廷
管
理
を
基
本
的
な
職
掌
と
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
宮
廷
内
で
立
法
行
為
に
関
与
し
政
策

を
左
右
す
る
と
い
っ
た
ご
と
き
、
行
政
上
の
中
心
的
役
割
を
担
う
べ
き
官
職
で
は
本
来
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
帝
国
東
部
宮
廷

に
お
い
て
宙
営
が
ど
の
よ
う
に
階
級
と
し
て
発
展
の
契
機
を
掴
ん
だ
か
は
、
宮
内
長
官
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
が
、
か
く
の
ご
と
き
宮
廷
内
で
の
中

心
的
立
場
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
い
か
な
る
権
限
を
ど
の
よ
う
に
掌
握
し
て
い
っ
た
か
と
い
う
問
題
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
明
ら

か
に
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
か
か
る
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
の
政
策
と
し
て
法
律
史
料
に
よ
っ
て
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
が
、
別
の
史
料
に
よ
っ
て

行
政
改
革
と
呼
び
う
る
も
の
が
複
数
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
（
但
し
、
こ
の
こ
と
が
前
章
で
触
れ
た
O
§
’
逡
ρ
ミ
に
よ
る
エ
ウ
ト
ロ

ピ
オ
ス
の
法
律
の
撤
廃
の
結
果
で
あ
る
か
否
か
は
確
言
し
難
い
）
。
こ
れ
に
つ
い
て
研
究
史
上
で
は
、
道
長
官
か
ら
官
房
長
官
（
ヨ
9
繋
仲
臼
。
塗
∩
δ
毎
讐
）

へ
の
権
限
委
譲
及
び
オ
リ
エ
ン
ス
道
長
瀞
職
の
分
割
の
二
点
が
指
摘
さ
れ
、
い
ず
れ
も
ル
フ
イ
ヌ
ス
時
代
に
異
常
に
肥
大
化
し
た
オ
リ
エ
ン
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

道
長
富
の
権
限
抑
制
を
企
図
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
但
し
後
者
の
改
革
は
、
か
つ
て
「
道
長
官
共
同
統
治
体
制
」

（
勺
延
輿
§
窪
く
①
§
。
。
。
。
量
。
q
＼
∩
。
滞
繋
訂
即
Φ
｛
2
費
①
。
。
）
と
し
て
後
期
ロ
ー
マ
帝
国
国
士
史
上
の
重
要
な
論
点
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

日
で
は
≧
曾
9
白
①
δ
ロ
と
冒
ピ
8
α
Q
の
簡
潔
明
快
な
整
理
と
批
判
と
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
を
明
確
に
否
定
さ
れ
て
お
り
、
従
っ
て
本
稿
で
の
検

討
対
象
も
前
者
の
行
政
改
革
に
限
ら
れ
る
が
、
実
は
こ
の
改
革
こ
そ
以
下
に
み
る
ご
と
く
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
の
権
力
拡
大
の
、
従
っ
て
当
該
時

代
に
お
け
る
宙
官
の
画
期
的
増
加
の
鍵
鍮
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　
道
長
官
か
ら
官
房
長
官
へ
の
権
限
委
譲
と
い
う
改
革
に
つ
い
て
は
、
六
世
紀
の
官
僚
ヨ
ハ
ネ
ス
・
リ
ュ
ド
ス
の
『
官
僚
に
つ
い
て
』
が
こ
れ

を
記
し
て
い
る
。
リ
ュ
ド
ス
に
よ
れ
ば
、
オ
リ
エ
ン
ス
道
長
官
ル
フ
ィ
ヌ
ス
が
帝
国
東
部
宮
廷
を
牛
耳
っ
て
い
た
時
代
に
、
兵
器
工
場
（
鍵
げ
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

腎
鋤
Φ
）
や
公
共
輸
送
制
度
（
8
屋
蕊
℃
誓
閏
鶏
q
・
）
の
管
轄
権
な
ど
が
官
房
長
官
か
ら
道
長
官
の
掌
中
へ
と
一
時
的
に
移
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
直

ち
に
皇
帝
〔
ア
ル
カ
デ
ィ
ウ
ス
〕
は
、
官
房
長
官
（
8
蚤
）
か
ら
武
力
に
由
来
す
る
権
力
を
、
次
い
で
は
い
わ
ゆ
る
兵
器
工
場
（
あ
た
か
も
武
器
製

造
所
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
）
の
部
局
を
、
ま
た
公
共
輸
送
制
度
も
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る
宮
房
長
官
の
権
限
（
奉
≦
q
宇
戸
5
ぐ
）
を
構
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⑤

成
し
た
と
こ
ろ
の
他
の
全
て
も
剥
奪
し
た
」
。
リ
ュ
ド
ス
は
、
こ
の
官
房
長
官
か
ら
道
長
官
へ
の
権
限
剥
奪
が
皇
帝
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
と

記
す
が
、
当
時
の
政
治
状
況
か
ら
み
て
ル
フ
ィ
ヌ
ス
が
主
導
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
の
時
代
の
道
長
官
の
権
限
は
著

し
く
肥
大
化
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
リ
ュ
ド
ス
は
こ
の
箇
所
に
続
け
て
、
道
長
官
は
公
共
輸
送
制
度
の
運
営
を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ

っ
た
の
で
、
ミ
’
g
。
匿
Q
q
Φ
づ
に
よ
れ
ば
お
そ
ら
く
ル
フ
ィ
ヌ
ス
の
失
脚
後
に
、
つ
ま
り
前
章
で
の
考
察
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
今
度
は
エ
ウ
ト
ロ

ピ
オ
ス
の
主
導
に
よ
っ
て
、
次
の
ご
と
く
命
ず
る
法
律
が
発
布
さ
れ
た
と
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
道
長
官
（
¢
罰
象
ゆ
区
。
の
）
は
確
か
に
公
共
輸
送

制
度
の
部
局
を
保
有
す
る
こ
と
。
し
か
し
な
が
ら
今
日
で
は
監
督
者
（
岩
窟
（
尋
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
警
察
官
吏
（
君
。
ご
藩
ぐ
暴
ρ
9
）
の
長
官
は
、

道
長
官
府
の
道
長
長
の
法
廷
に
常
に
出
席
し
、
〔
こ
れ
に
〕
干
渉
し
、
い
か
な
る
動
機
の
ゆ
え
に
多
く
の
人
び
と
が
官
房
長
官
（
暑
蚤
）
か
ら
い

わ
ゆ
る
旅
行
許
可
証
（
q
¢
ぐ
①
ぞ
暑
9
）
を
手
に
入
れ
公
共
輸
送
制
度
〔
の
利
用
〕
を
享
受
す
る
の
か
、
精
査
す
る
こ
と
。
〔
中
略
〕
い
わ
ゆ
る
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

房
長
官
（
τ
9
≦
q
臼
ゆ
O
の
）
も
公
共
輸
送
制
度
〔
の
利
用
〕
の
た
め
の
旅
行
証
明
書
に
予
め
〔
確
認
の
た
め
の
自
分
の
署
名
を
〕
書
き
入
れ
る
こ
と
」
。

　
こ
の
法
律
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
は
、
公
共
輸
送
制
度
の
名
目
的
な
管
轄
権
が
道
長
官
に
な
お
残
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

務
の
中
核
を
な
す
旅
行
許
可
証
（
の
く
①
∩
9
器
。
。
。
9
芝
Φ
5
賓
餐
）
の
発
給
権
限
が
こ
の
時
に
確
実
に
官
房
長
官
に
移
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
旅
行
許

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

可
証
の
発
給
理
由
の
審
査
に
つ
い
て
は
官
房
長
官
配
下
の
警
察
官
吏
が
こ
れ
を
行
な
う
と
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
》
。
囚
。
ま
に
よ
れ
ば
、
後
期

ロ
ー
マ
帝
国
時
代
に
お
い
て
公
共
輸
送
制
度
は
、
現
物
税
以
外
の
租
税
や
国
営
工
場
か
ら
の
産
品
（
軍
隊
や
宮
廷
で
利
用
さ
れ
る
兵
器
・
衣
服
な

ど
）
を
輸
送
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
た
も
の
で
、
宮
廷
に
群
れ
な
す
善
導
た
ち
の
う
ち
、
こ
の
制
度
を
用
い
て
輸
送
を
組
織
し
え
た
の
は
た
だ

帝
国
財
政
を
司
る
国
庫
管
理
総
監
（
8
3
の
の
・
。
鋤
q
9
建
ヨ
評
。
q
厳
。
≧
ヨ
）
と
帝
室
財
産
管
理
総
監
（
8
鑓
貫
目
Φ
葺
讐
届
く
p
岬
9
遷
ヨ
）
の
み
で
あ
っ
た

が
、
彼
ら
は
公
用
馬
と
荷
馬
車
を
使
用
す
る
た
め
の
旅
行
許
可
証
を
自
ら
発
給
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
れ
を
官
房
長
官
に
求
め
ね
ば
な
ら
な

　
　
⑨

か
っ
た
。
つ
ま
り
官
房
長
官
は
帝
国
の
財
政
業
務
上
不
可
欠
な
手
続
き
を
担
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
り
、
従
っ
て
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
の
改
革
に
よ

っ
て
官
房
長
窟
が
旅
行
許
可
証
発
給
権
限
を
再
び
手
に
し
た
こ
と
は
、
そ
の
財
政
上
の
影
響
力
の
復
旧
を
意
味
す
る
と
み
て
よ
い
。
し
か
も
当

時
の
官
房
長
官
は
ホ
シ
ウ
ス
と
い
う
人
物
で
あ
る
が
、
彼
は
元
奴
隷
・
元
料
理
人
で
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
の
俺
偶
で
あ
っ
た
か
ら
、
官
房
長
官
の
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窟官エウトロピオスの行政改革（南雲）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

実
権
は
事
実
上
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
が
掌
握
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
前
章
で
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
の
立
法
行
為
に
つ
い
て
触
れ
た
が
、

実
際
に
法
律
を
作
成
す
る
の
は
法
制
長
官
（
重
器
u
。
§
匂
。
碧
甑
℃
山
冨
曄
）
と
呼
ば
れ
る
官
職
の
就
任
者
で
あ
っ
て
、
当
時
の
在
職
者
の
名
は
知
ら

れ
て
い
な
い
が
、
鵠
。
づ
。
は
に
よ
れ
ば
こ
の
人
物
は
ほ
ぼ
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
の
宮
内
長
官
在
職
蓋
置
全
体
を
通
じ
て
活
躍
し
て
い
た
こ
と
が
知

　
　
　
　
⑪

ら
れ
る
の
で
、
彼
の
息
が
か
か
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
に
疑
念
の
余
地
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
そ
れ
ゆ
え
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
は
、
皇
帝
顧
問
会
議
の
主
要
構
成
員
全
体
を
自
ら
の
影
響
下
に
置
い
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
確
か
に
一

面
に
お
い
て
か
つ
て
の
政
敵
ル
フ
ィ
ヌ
ス
の
政
策
に
対
す
る
反
動
的
措
置
の
結
果
で
は
あ
っ
た
が
、
よ
り
重
要
な
こ
と
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
前

例
の
な
い
規
模
で
宮
内
長
官
へ
の
権
力
の
集
中
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
は
、
宮
廷
に
入
る
以
前
に
は
プ
ト

レ
マ
イ
オ
ス
と
ア
リ
ン
タ
イ
オ
ス
、
宮
廷
に
入
っ
た
の
ち
宮
内
長
官
と
な
る
以
前
に
は
ア
ブ
ン
ダ
ン
テ
ィ
オ
ス
と
い
う
計
三
名
の
主
人
に
仕
え

た
こ
と
が
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ア
ヌ
ス
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
前
者
は
お
そ
ら
く
属
州
に
お
け
る
公
共
輸
送
制
度
の
運
用
に
携
わ
っ
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

官
僚
で
あ
り
、
後
二
者
は
高
位
の
武
宮
で
あ
っ
た
。
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
は
彼
ら
に
近
侍
す
る
な
か
で
、
前
章
・
本
章
で
触
れ
た
ご
と
き
政
策
と

権
力
掌
握
と
を
可
能
な
ら
し
め
た
鋭
敏
な
政
治
的
感
覚
を
酒
養
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
加
え
て
、
『
東
西
文
武
百
官
宮
位
録
臨
で
官
房
長
官
の
管
轄
下
に
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
方
面
帝
室
領
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
も
看
過
し
え
な
い
。

名
馬
の
産
地
と
し
て
も
有
名
な
こ
の
帝
室
領
は
、
｝
国
．
寓
こ
。
ゆ
窃
に
よ
れ
ば
三
九
〇
年
か
ら
四
一
四
年
の
間
に
帝
室
財
産
管
理
総
監
か
ら
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

内
長
官
の
下
へ
移
管
さ
れ
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
移
管
の
年
代
に
つ
い
て
よ
り
限
定
的
な
推
定
を
提
示
し
た
ロ
d
信
曙
や
U
二
つ
冨
℃
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

U
①
白
。
離
α
Q
の
○
庁
ら
に
従
え
ば
、
そ
れ
は
当
時
の
宮
内
長
官
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
に
よ
る
改
革
で
あ
っ
た
蓋
然
性
が
極
め
て
高
い
の
で
あ
る
。

　
か
く
て
以
上
の
行
政
改
革
の
結
果
、
宮
内
長
官
と
し
て
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
は
帝
国
東
部
の
財
政
業
務
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
権
限
を
帝
室
領
の

管
理
と
と
も
に
一
手
に
掌
握
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
鵠
。
℃
置
器
の
述
べ
る
ご
と
き
皇
帝
と
の
近
接
性
の
み
を
唯
一
の
権
力

基
盤
と
す
る
窟
官
と
は
大
分
様
相
を
異
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
か
よ
う
に
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
が
帝
国
東
部
の
財
政
を
掌
握
し
た
こ
と
は
、
宙

官
と
な
っ
て
高
位
に
進
み
さ
え
ず
れ
ば
、
帝
国
の
莫
大
な
富
へ
の
接
触
機
会
を
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
広
く
世
に
知
ら
し
め
た
も
の
と
推
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測
さ
れ
る
。
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
や
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ア
ヌ
ス
に
よ
っ
て
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
の
金
銭
欲
が
繰
り
返
し
批
判
さ
れ
て
い
る
事
実
は
、
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

か
る
推
測
を
強
く
裏
付
け
る
も
の
で
あ
っ
て
、
咽
ス
ー
ダ
』
が
伝
え
る
ご
と
き
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
時
代
の
宙
官
と
そ
の
志
願
者
の
増
加
は
、
ま

さ
に
こ
の
点
に
因
由
す
る
と
考
え
ち
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
折
し
も
帝
国
東
部
で
は
経
済
的
格
差
が
社
会
の
全
般
的
な
質
的
変
化
と
し
て
生
じ
つ
つ
あ
っ
た
時
期
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
び
と
が
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

負
担
の
少
な
い
、
あ
わ
よ
く
ば
よ
り
特
権
的
な
社
会
的
地
位
へ
と
移
動
を
試
み
、
そ
れ
は
激
し
い
社
会
流
動
と
な
っ
て
現
出
し
て
い
た
。
か
か

る
状
況
の
な
か
で
、
生
活
に
追
い
詰
め
ら
れ
た
困
窮
者
が
、
家
族
を
捨
て
周
囲
か
ら
嘲
弄
を
受
け
死
の
危
険
を
冒
し
て
な
お
、
一
縷
の
望
み
を

か
け
宙
宮
と
な
る
こ
と
を
選
ん
だ
と
し
て
も
、
こ
れ
を
殊
更
奇
異
と
す
る
に
は
あ
た
る
ま
い
。
と
り
わ
け
宙
官
と
な
る
べ
き
こ
と
を
希
望
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
奴
隷
身
分
に
あ
っ
た
人
び
と
で
あ
る
。
後
期
ロ
ー
マ
帝
国
は
奴
隷
制
社
会
と
は
い
え
ぬ
ま
で
も
奴
隷
所
有
社
会
で
あ
っ

た
こ
と
は
確
か
で
あ
っ
て
、
地
方
の
大
農
場
で
は
奴
隷
の
境
遇
と
類
似
す
る
小
作
人
（
コ
ロ
ヌ
ス
）
が
広
汎
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
が
、
都
市
で
は
家
内
奴
隷
が
な
お
使
役
さ
れ
続
け
た
。
し
か
も
奴
隷
身
分
と
自
由
身
分
と
を
隔
て
る
法
的
区
別
は
、
当
時
に
お
い
て
も
彼
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

の
社
会
的
・
経
済
的
地
位
と
結
び
つ
き
つ
つ
厳
存
し
て
お
り
、
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
時
代
の
宮
廷
宙
官
も
通
常
は
皇
帝
家
の
家
内
奴
隷
で
あ
っ
た
。

但
し
、
こ
の
時
期
の
奴
隷
に
つ
い
て
、
前
章
で
も
触
れ
た
岡
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
法
典
』
第
九
巻
第
四
五
章
第
三
法
文
は
、
教
会
へ
の
逃
亡
を
禁
じ

ら
れ
た
者
と
し
て
奴
隷
・
女
奴
隷
を
都
市
参
事
会
員
や
所
領
管
理
人
ら
と
と
も
に
併
記
し
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
今
や
法
的
に
は
と
も
か
く
実
際

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

生
活
に
お
い
て
は
奴
隷
と
他
の
下
層
艮
と
が
区
別
し
難
く
な
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
、
従
っ
て
か
か
る
奴
隷
の
地
位
の
向
上
は
こ
の
時
代
の
社
会

流
動
の
重
要
な
一
角
を
な
し
て
い
た
こ
と
が
窺
知
さ
れ
る
。

　
こ
の
実
際
上
の
身
分
関
係
の
動
揺
を
背
景
と
し
て
、
も
し
奴
隷
た
ち
が
宙
官
へ
の
途
を
選
び
皇
帝
家
の
家
内
奴
隷
と
し
て
宮
廷
に
仕
え
た
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

ら
ば
、
彼
ら
は
そ
の
身
分
上
望
み
う
る
最
高
の
地
位
に
ま
で
到
達
す
る
可
能
性
の
端
緒
を
掴
ん
だ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
加
え
て
僥
倖
に

恵
ま
れ
さ
え
ず
れ
ば
、
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
や
ア
ン
テ
ィ
オ
コ
ス
の
ご
と
く
帝
国
の
莫
大
な
富
を
掌
中
に
収
め
る
こ
と
も
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
身
分
上
の
制
約
を
補
っ
て
余
り
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
も
っ
と
も
〉
．
≦
舞
。
。
o
質
の
い
う
ご
と
く
、
い
つ
の
世
も
奴
隷
は
自
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官エウトロピオスの行政改革（南雲〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

由
を
希
求
す
る
存
在
で
あ
っ
た
か
ら
、
や
が
て
五
世
紀
後
半
の
レ
オ
ン
一
世
の
時
代
に
は
、
去
勢
以
前
の
身
分
を
間
わ
ず
宙
官
と
な
る
こ
と
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

れ
自
体
に
よ
っ
て
自
由
身
分
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
こ
の
こ
と
さ
え
、
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
の
改
革
に
よ
っ
て
惹

起
せ
し
め
ら
れ
た
四
世
紀
末
の
宙
官
階
級
の
発
展
と
彼
の
時
代
が
直
面
し
て
い
た
激
し
い
社
会
流
動
な
く
し
て
は
起
こ
り
え
な
か
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
の
行
政
改
革
と
そ
の
権
力
拡
大
が
示
し
た
こ
と
は
、
経
済
的
格
差
の
拡
大
す
る
社
会
状
況
の
な
か
で
、

奴
隷
を
は
じ
め
と
す
る
貧
者
が
自
ら
の
経
済
的
環
境
を
変
え
ん
と
欲
す
る
と
き
、
宙
官
と
な
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
そ
の
捷
径
た
り
う
る
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
。
か
く
て
も
た
ら
さ
れ
た
窟
官
と
そ
の
志
願
者
の
数
的
増
加
こ
そ
、
四
世
紀
宋
に
お
け
る
「
階
級
」
と
し
て
の
宙
官
の
拡
大
発

展
の
内
実
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

①
ζ
震
冨
ユ
p
。
（
一
〇
8
）
お
①
は
、
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
を
「
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
帝
の
政

　
治
の
継
承
者
」
と
呼
ぶ
。
ま
た
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
の
宗
教
政
策
の
評
価
に
つ
い
て
、

　
課
①
門
。
。
魯
（
卜
。
8
0
）
鵯
下
㊤
も
参
照
。

②
ロ
ロ
ニ
受
（
H
露
ω
）
H
冨
の
整
理
が
最
も
明
快
で
あ
る
。

③
∩
ロ
ヨ
2
。
づ
俸
巨
。
づ
G
q
（
一
8
ω
）
刈
⇒
。
左
証
H
お
一
①
ピ
従
っ
て
¢
ご
δ
∩
置
醸

　
（
冨
㊤
。
。
）
一
義
で
は
、
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
の
行
政
改
革
と
し
て
は
道
長
官
か
ら
官
房

　
長
官
へ
の
権
限
委
譲
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
。

④
Ω
9
磐
①
q
。
（
一
¢
認
）
誌
㎝
．

⑤
｝
o
『
ξ
9
寒
§
舘
ρ
（
き
）
ρ
｝
守
乙
ざ
智
§
塙
§
ξ
儀
§
、
O
、
N

　
℃
o
§
謎
§
↓
ぎ
§
ミ
ミ
寓
肉
南
護
身
軸
沁
。
ミ
§
⑦
ミ
ド
勺
ぼ
訂
9
ゼ
謀
ρ

　
目
O
。
。
ω
b
Q
。
山
O
一
b
露
｝
Φ
二
一
①
ぴ
団
象
①
鐸
b
塁
ミ
轟
静
ぎ
、
ミ
鴨
南
§
、
、
噺
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ

蔓
冨
象
集
①
葺
幾
葺
℃
霞
泰
g
婁
や
ぎ
箏
・
。
噂
国
津
・
。
o
o
ρ
嬉
但
し
、
公

　
共
輸
送
思
議
に
関
し
て
は
、
こ
の
時
に
史
上
初
め
て
官
房
長
官
へ
の
権
限
委
譲
が

　
行
な
わ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
∩
h
＞
．
c
ロ
o
m
】
〈
、
蜀
①
ζ
鋤
q
。
陣
興
o
h
伴
学
①

　
O
田
∩
霧
ぎ
穿
Φ
訂
伴
㊤
因
。
謹
言
聾
血
ロ
弓
養
鯉
嵐
器
馬
鐸
窟
冨
。
・
、
切
8
ズ
俸
U
鐸
乱
署

　
（
一
8
心
）
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①
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㊤
①
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．
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．
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ミ
蕊
物
甘
、

　
§
織
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ミ
魯
、
憩
職
§
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簿
鳴
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瓶
㌔
9
冒
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腎
§
ミ
ミ
殊
）
．
ζ
⇔
旨
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¶
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0
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H
．

　
α
P
本
稿
は
、
こ
の
時
の
権
限
委
譲
が
帝
国
東
部
宮
廷
で
の
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
の

　
勢
力
拡
大
に
資
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
る
限
り
で
重
要
視
す
る
の
で
あ
る
。

⑥
｝
o
〆
ξ
9
象
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日
ρ
（
憂
心
9
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切
。
契
（
お
b
。
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）
刈
。
。
φ
し
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弓
一
α
Q
雪

　
（
6
①
b
Q
＞
ω
刈
ω
．
O
富
〈
舘
（
H
O
刈
ω
）
お
q
・
Ω
窪
q
。
q
。
（
一
㊤
Q
。
一
）
心
㎝
1
α
一
、
び
①
堕
下
働
｝
・
な
お
、

　
同
箇
所
の
リ
ュ
ド
ス
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
こ
の
法
律
は
隅
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
法
典
』

　
の
旧
版
に
は
含
ま
れ
て
い
た
が
新
版
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
。
ま
た
、
リ

　
ュ
ド
ス
が
道
長
官
（
α
潮
黛
O
×
o
の
）
と
官
房
長
官
（
野
O
区
も
を
明
確
に
区
別
し
て

　
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
O
嗣
匿
門
℃
四
つ
同
昼
｝
o
甥
コ
ピ
楼
匹
⊆
q
。
o
溢
出
㊦
一
ヨ
℃
①
臥
既

　
〉
仙
ヨ
貯
尻
窪
p
口
。
♪
亭
N
§
§
秘
N
愈
．
6
謡
嘲
お
↑

⑦
Ω
窪
器
（
一
〇
〇
〇
H
）
酪
b
。
．
但
し
ゆ
。
舞
（
6
卜
。
轟
）
刈
㊤
は
、
旅
行
許
可
証
の
発
給
権
隈

　
は
道
長
身
に
あ
り
と
す
る
。

⑧
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
帝
国
東
部
の
属
州
に
お
け
る
警
察
官
吏
に
よ
る
公
共
輸

　
送
制
度
の
監
督
に
つ
い
て
は
、
浦
野
聡
「
ロ
ー
マ
帝
国
東
部
に
お
け
る
ア
ン
ガ
レ

　
イ
ア
制
度
の
発
展
と
村
落
共
同
体
」
『
史
学
雑
誌
』
九
七
－
一
一
、
一
九
八
八
年
、

　
一
七
八
九
－
八
二
入
墨
及
び
浦
野
聡
「
後
期
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
ア
ゲ
ン
テ

　
ス
・
イ
ン
・
レ
ブ
ス
」
『
史
潮
』
二
九
、
一
九
九
一
年
、
四
〇
1
五
九
頁
。
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⑨
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⊃
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⑩
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．
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．
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．
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ホ
シ
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い
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勇
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一
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薩
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Ω
建
q
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匂
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．
戸
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七
鋤
畔
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①
密
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甲
b
。
．
な
お
、
足
立
（
一
九
九
八
年
）
二
一
六
頁
は
、
武
官
の
動
向
の
み
に
注

　
目
し
て
エ
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ロ
ピ
オ
ス
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代
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テ
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シ
ウ
ス
系
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さ
れ
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と
断
ず
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ホ
シ
ウ
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テ
オ
ド
シ
ウ
ス
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ス
ペ
イ
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で
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帝
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従
っ
て
東
方
へ
赴
い
て
い
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。
そ
れ
ゆ
え
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武
官
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外
の
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廷
構
成
員
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も
目
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指
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確
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は
な
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．
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⑫
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帝
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饗
応
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要
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政
策

　
に
関
す
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議
論
・
裁
判
を
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な
う
場
で
あ
り
、
皇
帝
の
ほ
か
法
制
長
官
・
宮
房
長

　
官
・
國
庫
管
理
総
監
・
帝
室
財
産
管
理
総
監
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四
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成
員
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．
O
益
く
窃
（
6
刈
ω
）
ω
ρ
O
＜
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．
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＜
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司
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冒
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則
的
に
は
皇
帝
顧
問
会
議
の
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規
構
成
員
で
は
な
か
っ
た
が
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際
に
は
重
要

　
な
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し
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た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
∩
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註
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鳴
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雪
9
導
9
窪
α
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．
H
8
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ω
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慧
夢
（
卜
。
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O
刈
）

一
㊤
亀
卜
。
0
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）
。
但
し
、
G
・
オ
ス
ト
ロ
ゴ
ル
ス
キ
ー
（
和
田
慶
訳
）
『
ビ
ザ
ン
ツ
帝

国
史
』
恒
文
社
、
一
一
〇
〇
一
年
、
六
〇
頁
及
び
小
坂
（
二
〇
一
一
年
）
二
八
頁
註

八
四
は
、
道
長
官
は
皇
帝
顧
問
会
議
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
と
す
る
。
国
鋼
上
の

観
点
か
ら
は
道
長
官
や
軍
総
司
令
長
官
ら
が
正
規
構
成
員
で
な
い
と
い
う
原
則
を

重
視
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
事
実
、
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
体
制
下

の
道
長
窟
（
特
に
エ
ウ
テ
ユ
キ
ア
ノ
ス
）
が
、
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
失
騰
後
も
再
び

道
長
官
職
に
就
任
し
て
い
る
こ
と
は
、
道
長
官
と
皇
帝
顧
問
会
議
の
問
に
存
し
た

距
離
を
よ
く
推
知
せ
し
め
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
の
政
治
的
展
開
を
考
慮

す
る
場
合
、
道
畏
官
が
皇
帝
顧
問
会
議
に
出
席
し
え
た
と
い
う
可
能
性
は
過
小
に

評
価
さ
れ
る
べ
き
で
な
く
（
こ
の
可
能
性
に
対
し
の
口
韓
r
。
匡
（
H
Φ
り
Q
。
）
。
。
刈
”
0
8

。。

p
は
史
料
的
根
拠
の
不
備
を
指
摘
す
る
が
、
こ
の
点
は
彼
が
参
照
し
て
い
な
い

N
舞
旨
①
≦
q
・
露
（
一
8
0
Q
）
が
既
に
論
じ
て
い
る
）
、
そ
れ
は
本
稿
で
問
題
と
な
る
宮

内
長
官
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
皇
帝
顧
問
会
議
は
硬
直
し
た
組
織
で

は
な
く
（
∩
渉
Q
o
o
r
（
お
韻
）
日
O
b
。
．
）
、
か
つ
組
織
上
の
自
律
性
を
持
た
な
か
っ

た
か
ら
構
成
員
も
そ
の
晶
々
の
政
治
状
況
に
よ
っ
て
多
大
な
影
響
を
受
け
た
は
ず

で
あ
り
（
Ω
．
O
聰
く
留
（
お
拐
）
卜
。
刈
ρ
）
、
そ
の
た
め
に
皇
帝
が
親
征
疇
コ
ン
ス
タ

ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
市
を
長
期
間
不
在
に
し
た
り
年
齢
か
ら
み
て
明
ら
か
に
執
務
不

能
で
あ
っ
た
り
し
た
東
西
分
裂
期
の
ご
と
き
特
殊
な
状
況
下
で
は
、
ル
フ
ィ
ヌ
ス

や
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
と
い
っ
た
権
力
考
の
出
現
す
る
余
地
が
あ
り
え
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
（
∩
h
Ω
m
蕊
q
・
（
一
〇
〇
。
一
）
一
一
ω
及
び
拙
稿
（
二
〇
〇
九
年
b
）
）
。
な
お
、

筆
看
は
、
か
か
る
皇
帝
顧
聞
会
議
を
中
心
に
群
僚
や
指
話
が
権
勢
を
振
る
っ
た
東

西
分
裂
期
の
帝
国
東
部
に
特
有
の
政
治
の
あ
り
方
を
、
「
コ
ン
シ
ス
ト
リ
ウ
ム
政
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〇
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管
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テ
オ
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シ
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推
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す
る
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理
由
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そ
ら
く
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①
ヨ
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¢
G
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①
o
岬
の
該
当
頁
本
文
の
記
述
に
牽
引
さ
れ
た
か
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彼
が
現
存
の

　
『
官
位
録
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の
制
作
年
代
を
四
三
〇
年
前
後
と
考
え
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
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∩
h
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鋤
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㊤
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①
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冨
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か
し
後
者
の
場
合
で
も
、
最
新
の

　
研
究
に
よ
れ
ば
魍
官
位
録
㎏
は
元
々
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
一
世
治
下
で
原
型
が
制
作
さ

　
れ
、
そ
の
後
数
次
の
改
訂
を
経
て
四
二
五
年
か
ら
四
二
九
年
ま
で
の
間
に
現
存
の

　
形
に
な
っ
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さ
れ
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お
り
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記
載
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四
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前
後
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状
況
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反
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し
て
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あ
る
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∩
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刈
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ω
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塁
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数
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さ
れ
る
カ
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方
面
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①
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刈
①
）
ω
ρ
匹
舅
蕊
魁
即
く
ぎ
醤
9
唱
巴
。
留
葺
）
も
含
ま
れ
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、
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
方
面
帝
室
領
が
帝
室
財
産
管
理
総
監
と
宮
内
長
官
の
共

　
同
管
理
下
に
あ
っ
た
と
み
な
す
。
し
か
る
に
、
単
に
語
の
単
数
・
複
数
の
み
か
ら

　
か
く
結
論
し
う
る
か
否
か
は
確
言
し
難
い
。

⑯
℃
O
㎝
卜
。
．
ω
⑩
b
。
．
Ω
・
民
．
ミ
寧
ミ
魯
＝
㊤
①
玉
釧
。
卯

⑰
国
．
霊
野
G
q
①
鼻
き
N
ミ
ミ
警
。
M
§
ミ
嶋
ミ
ミ
辱
ミ
ミ
ミ
鳳
物
ミ
艦
§
樽
身
§
罫

　
瓜
僑
－
隷
鴇
讐
、
題
冒
勺
鍵
昼
H
㊤
刈
S

⑬
拙
稿
（
二
〇
〇
九
年
b
）
を
参
照
。
〉
「
螢
ζ
．
冒
。
コ
Φ
ω
．
↓
ぎ
勘
。
ミ
ミ
煽

　
肉
昏
ミ
ミ
ミ
曼
、
O
×
8
監
レ
O
課
¶
命
Q
。
に
よ
れ
ば
、
帝
政
後
期
の
社
会
流
動
は
帝
政
前

　
期
の
そ
れ
よ
り
も
大
規
模
で
あ
っ
た
。

⑲
後
期
ロ
ー
マ
帝
国
時
代
の
童
官
の
出
自
は
外
国
人
か
奴
隷
で
あ
っ
た
。
∩
い
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8
G
q
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φ
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∩
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．
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．
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九
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ネ
ブ
リ
デ
イ
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宛
。
但
し
O
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資
9
｝
9
b
。
5
の
本
文
は
失
わ
れ
て
い
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。
∩
怖
℃
7
m
目
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践
①
ゼ
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⑳
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古
代
学
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九
七
〇
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、

　
一
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頁
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ζ
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閉
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①
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ミ
軌
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、
的
ミ
噌
鳴
畦
§
ミ
§
§
ミ
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偽
ミ
§
、
『
o
コ
匙
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づ
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｝
ゆ
。
。
ρ
這
ω
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ζ
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竃
巳
δ
コ
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O
瀞
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ミ
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、
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Z
①
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寒
Φ
ざ
ら
㊤
ρ
N
ω
①
ム
O
．
穴
．
ζ
ロ
二
色
Φ
羅
切
ミ
竃
塁
鳥
℃
ミ
恥
ミ
暗
竜
ミ
勘
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ミ
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∩
ゆ
ヨ
げ
ユ
蟻
α
Q
ρ
｝
8
介
お
山
H
竃
ρ
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｝
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匂
。
7
9
’
防
ミ
丁
重
帖
鳩
こ
ぎ
沁
も
ミ
§
§
、
、
9

　
9
三
面
達
α
q
少
b
。
O
H
ρ
鐸
9
Φ
団
（
N
O
二
）
艀
。
。
㎝
よ
．
ピ
．
q
。
警
償
ヨ
9
6
冨
罫
Q
。
す
く
①
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。
貯

　
労
。
ヨ
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〔
o
n
δ
2
ζ
．
二
仏
野
冒
①
島
‘
↓
ぎ
9
S
ミ
ミ
篭
§
o
罫
ミ
曾
昏
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、

　
鶏
鳴
ミ
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嵩
§
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勘
O
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衛
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類
　
ミ
猟
○
×
粘
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円
9
b
o
O
一
一
’
⊂
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㊤
ρ

⑳
）
　
弓
溺
（
一
九
六
四
年
）
一
二
六
二
頁
。
”
Ω
ロ
円
コ
0
墜
①
ざ
菊
O
ヨ
印
コ
∩
錠
N
の
コ
q
。
7
首

　
雪
瓢
因
。
ヨ
磐
貯
詫
雪
壁
Φ
訂
δ
鶴
羽
営
「
ρ
q
D
宅
鉱
コ
俸
臣
ミ
m
巳
・
。
（
N
O
O
蒔
）

　
H
鼻
一
1
ρ
林
（
二
〇
〇
六
年
）
六
～
ニ
ー
四
頁
。
O
U
Φ
団
（
卜
⊃
O
一
一
）
心
Q
Q
Φ
1
㊤
P
踏
蝉
吋
唱
①
門

　
（
邸
O
媒
）
G
。
G
日
9
奴
隷
の
身
分
的
制
約
の
例
と
し
て
、
帝
政
後
期
に
お
い
て
奴
隷
は

　
た
と
え
犯
罪
の
場
合
で
も
自
ら
の
主
人
を
告
発
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が

　
（
∩
粘
9
ぐ
く
ロ
露
玉
励
O
P
　
（
一
㊤
O
Q
刈
）
c
。
ω
．
）
、
こ
れ
は
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
の
時
代
に
お
い
て
も

　
同
様
で
あ
っ
た
（
O
↓
神
り
9
ω
・
（
三
九
七
年
一
一
月
八
日
、
オ
リ
エ
ン
ス
道
長
官

　
エ
ウ
テ
ユ
キ
ア
ノ
ス
宛
）
）
。
弓
削
（
一
九
六
四
年
）
三
九
二
頁
及
び
四
〇
九
頁
も
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参
照
。

⑳
∩
h
Q
選
9
ミ
肉
ミ
、
魯
．
一
・
ω
ω
紳
但
し
、
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
自
身
は
あ
る
時
期

　
に
解
放
奴
隷
と
さ
れ
た
。
∩
h
Q
窪
9
ミ
肉
ミ
、
息
・
一
・
お
ド
奴
隷
身
分
か
ら
の
解

　
放
に
あ
た
り
宮
廷
入
り
が
必
須
条
件
で
あ
る
か
否
か
は
確
要
し
難
い
が
、
帝
政
前

　
期
の
宮
廷
寅
官
の
多
く
は
解
放
奴
隷
と
し
て
自
由
身
分
を
え
て
い
た
。
∩
怖

　
O
舅
冨
℃
（
一
〇
ト
っ
躰
）
困
①
Φ
1
刈
ρ
O
郎
団
O
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H
㊤
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Q
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）
一
ト
0
9
和
田
（
二
〇
〇
六
年
）
四
五

　
－
六
頁
。

⑭
　
本
法
律
に
つ
い
て
は
、
本
稿
第
二
章
註
二
一
及
び
弓
削
（
一
九
六
四
年
）
二
七

　
四
頁
、
O
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団
（
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一
一
〉
お
O
づ
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ω
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Q
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警
舞
舞
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9
鐙
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O
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）
O
㊤
ρ
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隷
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入
の
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分
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化
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傾
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つ
い
て
は
、
A
・
H
・
M
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
（
太

　
田
秀
通
訳
）
「
古
典
古
代
世
界
に
お
け
る
奴
隷
制
」
M
・
フ
ィ
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レ
イ
編
（
古
代

　
奴
隷
制
研
究
会
訳
）
『
西
洋
古
代
の
奴
隷
制
㎞
東
京
大
学
出
版
会
、
｝
九
七
〇
年
、

　
二
四
…
五
頁
。

⑳
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冨
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）
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ヨ
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四
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九
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○
頁
。

28　（344）

お
わ
り
に
一
皇
帝
家
は
な
ぜ
窟
官
を
必
要
と
し
た
か
一

　
以
上
、
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
の
行
政
改
革
に
よ
っ
て
窪
官
の
権
力
が
増
大
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
窟
官
階
級
が
確
立
し
て
ゆ
く
過
程
を
跡
づ
け

て
き
た
が
、
こ
こ
で
そ
の
経
緯
を
再
び
繰
り
返
し
て
紙
幅
を
浪
費
す
る
こ
と
は
避
け
、
宮
廷
側
の
宙
官
利
用
の
理
由
に
つ
い
て
最
後
に
付
言
し

て
お
き
た
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
国
。
℃
置
蕊
の
窟
官
モ
デ
ル
は
、
富
宮
が
宮
廷
内
で
果
た
す
べ
き
普
遍
的
機
能
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
帝
国
東

部
宮
廷
が
な
ぜ
ほ
か
な
ら
ぬ
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
時
代
に
宙
宮
の
数
を
増
加
せ
し
め
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
、
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
時
代
に

固
有
の
理
由
を
説
明
し
て
は
く
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
私
見
で
は
、
こ
の
問
題
を
解
く
鍵
は
、
第
一
に
窟
官
を
利
用
す
る
と
い
う
こ
と
の
単
純
だ
が
よ
り
始
原
的
な
理
由
、
第
二
に
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ

ス
の
活
躍
し
た
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
朝
時
代
が
新
し
い
「
首
都
」
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
市
の
行
政
的
確
立
期
で
あ
っ
た
こ
と
、
こ
の
二
点
が

結
び
つ
い
た
と
こ
ろ
に
見
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
般
に
ロ
ー
マ
社
会
に
お
い
て
奴
隷
の
所
有
は
所
有
者
の
権
力
と
社
会
的
地
位
の
表
現
で

　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

あ
っ
た
が
、
特
に
窪
官
は
高
価
で
希
少
価
値
が
高
か
っ
た
か
ら
、
そ
の
所
有
は
高
官
や
エ
リ
ー
ト
に
限
ら
れ
た
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
窟
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
所
有
者
と
し
て
最
も
相
応
し
い
立
場
に
あ
っ
た
の
が
、
帝
国
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
頂
点
に
立
つ
皇
帝
家
で
あ
る
こ
と
は
縷
雷
を
要
し
ま
い
。
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従
っ
て
、
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
朝
時
代
に
お
い
て
帝
国
東
部
の
宮
廷
が
行
政
的
中
心
と
し
て
確
立
し
て
ゆ
く
過
程
の
な
か
で
、
皇
帝
家
の
側
は
ロ
ー

マ
帝
国
に
君
臨
す
る
蘭
ら
の
富
と
地
位
と
を
顕
示
す
る
指
標
と
し
て
、
従
来
以
上
に
多
数
の
痛
撃
を
必
要
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
し
か
も
、
か
く
考
え
る
な
ら
ば
同
時
に
、
室
官
と
い
う
存
在
を
め
ぐ
る
ロ
ー
マ
と
ビ
ザ
ン
ツ
の
類
似
性
と
異
質
性
と
を
一
層
明
瞭
に
示
す

こ
と
も
可
能
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
帝
政
前
期
に
お
い
て
皇
帝
家
が
所
有
す
る
奴
隷
・
解
放
奴
隷
は
、
”
ミ
＄
＜
㊤
に
よ
れ
ば
宮
廷
内
の
業
務
及
び
行
政
上
の
役
割

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
い
ず
れ
か
も
し
く
は
両
方
を
担
っ
た
が
、
霞
・
ζ
o
自
障
q
。
の
づ
に
よ
れ
ば
、
特
に
解
放
奴
隷
は
ロ
ー
マ
人
に
と
り
最
も
信
頼
に
値
す
る
存
在
と

　
　
　
　
　
　
⑤

し
て
重
用
さ
れ
た
。
ロ
ー
マ
人
に
よ
っ
て
解
放
奴
隷
が
か
く
み
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
要
件
に
つ
い
て
ζ
o
q
蜂
。
。
Φ
口
は
、
解
放
奴
隷
と
そ

の
パ
ト
ロ
ン
と
の
間
で
結
ば
れ
た
擬
制
的
親
子
関
係
が
要
請
す
る
道
徳
的
義
務
、
パ
ト
ロ
ン
の
「
創
造
物
」
た
る
解
放
奴
隷
の
家
族
関
係
及
び

世
襲
財
産
の
欠
如
と
そ
れ
に
因
由
す
る
パ
ト
ロ
ン
へ
の
全
面
的
依
存
、
個
人
的
不
名
誉
の
た
め
に
「
真
の
」
政
治
家
と
は
な
り
え
な
い
と
い
う

支
配
者
側
に
と
っ
て
の
好
都
合
、
の
三
点
を
挙
げ
て
い
る
。
帝
政
前
期
の
皇
帝
家
は
、
か
か
る
諸
点
を
理
由
と
し
て
解
放
奴
隷
を
所
有
し
か
つ

利
用
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
嘱
目
す
べ
き
は
、
ζ
o
蓬
諺
雪
も
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
要
件
が
、
第
一
詳
審
の
擬
制
的
親

子
関
係
及
び
そ
の
道
徳
的
義
務
を
別
と
す
れ
ば
、
団
。
℃
】
〈
貯
。
。
が
指
摘
し
た
帝
政
後
期
に
お
け
る
宙
官
の
社
会
的
・
政
治
的
諸
特
徴
に
ほ
ぼ
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

致
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
第
　
章
で
触
れ
た
ご
と
く
、
帝
政
後
期
の
職
官
も
ま
た
、
基
本
的
に
社
会
的
紐
帯
を
持
た
ず
、
身
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

的
欠
損
ゆ
え
貴
族
層
と
も
同
化
し
え
ぬ
、
従
っ
て
皇
帝
家
の
対
抗
勢
力
と
な
る
恐
れ
の
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
と
、
先
述
の
皇
帝
家

に
よ
る
奴
隷
・
解
放
奴
隷
・
窟
官
の
顕
示
的
所
有
と
い
う
点
と
を
考
え
合
せ
る
と
き
、
帝
政
後
期
に
お
け
る
宙
官
の
利
用
が
、
帝
政
前
期
か
ら

の
延
長
線
上
で
理
解
可
能
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
他
方
に
お
い
て
、
帝
政
前
期
の
奴
隷
・
解
放
奴
隷
と
帝
政
後
期
の
宙
官
と
で
は
明
ら
か
に
異
質
と
考
え
ら
れ
る
側
面
も
存
す
る
。

竃
。
霞
曇
空
は
、
帝
政
前
期
に
お
い
て
皇
帝
家
の
奴
隷
・
解
放
奴
隷
は
い
か
な
る
公
的
な
権
力
も
持
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
影
響
力
も
帝
国
行
政

上
公
的
に
認
め
ら
れ
た
「
衝
け
の
」
地
位
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
皇
帝
と
の
近
接
性
を
通
じ
て
獲
得
さ
れ
た
も
の
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⑧

で
あ
っ
た
と
す
る
。
つ
ま
り
、
帝
政
前
期
に
お
い
て
奴
隷
・
解
放
奴
隷
が
行
使
し
た
権
力
と
は
、
制
度
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
権
力
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
も
皇
帝
と
の
個
人
的
接
触
に
基
盤
を
置
く
私
的
な
も
の
だ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
皇
帝
と
の
近
接
性
こ
そ
権
力
基
盤
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

重
要
で
あ
っ
た
と
の
学
説
は
、
口
。
℃
窓
暴
も
帝
政
後
期
の
宙
官
に
つ
い
て
同
様
の
こ
と
を
述
べ
て
い
た
が
、
本
稿
第
三
章
で
論
じ
た
ご
と
き

エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
の
事
例
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
必
ず
し
も
皇
帝
の
近
接
性
の
み
が
百
官
の
権
力
基
盤
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
は
注

意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
何
よ
り
帝
政
後
期
の
窟
官
は
、
官
位
爵
位
を
与
え
ら
れ
て
帝
国
の
行
政
組
織
の
な
か
に
制
度
的
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た

　
　
　
　
⑩

の
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
で
は
彼
ら
の
行
使
し
た
権
力
は
公
的
な
も
の
と
み
な
し
て
大
過
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
元
来
は
宮
廷
の
管
理
と
い
う
皇

帝
家
の
私
的
な
領
域
の
な
か
で
労
働
し
て
い
た
看
官
を
、
制
度
化
さ
れ
た
公
的
な
存
在
と
し
て
明
瞭
に
提
示
し
え
た
と
こ
ろ
に
後
期
ロ
ー
マ
帝

国
の
新
し
さ
が
、
従
っ
て
帝
政
前
期
と
の
異
質
さ
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
が
四
世
紀
来
に
お
け
る
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
市

の
行
政
的
確
立
と
深
く
関
連
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
O
O
g
G
Q
吋
。
レ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
帝
国
東
部
の
新
首
都
に
置
か
れ
た
宮
廷
が
「
あ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ゆ
る
も
の
の
中
心
」
と
な
っ
た
の
は
、
「
ま
さ
に
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
が
活
躍
し
た
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
｝
世
と
ア
ル
カ
デ
ィ
ウ
ス
の
治
世
で
あ
っ
た
。

か
か
る
断
首
都
に
お
け
る
宮
廷
の
物
理
的
な
整
備
拡
大
が
、
そ
れ
に
相
応
し
い
数
の
聖
子
を
必
要
と
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
く
、

間
も
な
く
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
の
行
政
改
革
と
と
も
に
増
加
し
始
め
る
宙
官
の
受
け
皿
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ

、
つ
。

　
無
論
、
皇
帝
家
の
側
が
宙
官
を
必
要
と
し
た
意
図
と
、
本
稿
で
考
察
し
た
ご
と
き
、
器
官
の
い
わ
ば
指
定
席
で
あ
る
宮
内
長
官
を
し
て
帝
国

財
政
を
掌
握
せ
し
め
、
も
っ
て
そ
の
権
力
を
拡
大
せ
し
め
た
エ
ウ
ト
ロ
ピ
オ
ス
の
行
政
改
革
と
は
、
必
ず
し
も
常
に
同
～
の
方
向
を
目
指
し
て

い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
結
果
か
ら
み
れ
ば
両
者
は
期
せ
ず
し
て
符
合
し
、
『
ス
ー
ダ
』
の
伝
え
る
ご
と
き
賢
聖
階
級

の
確
立
を
も
た
ら
す
要
因
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
の
ち
に
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
に
お
け
る
宣
官
の
定
着
、
そ
し
て
そ
の
影
響
力
の
さ
ら
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

増
大
へ
と
繋
が
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
①
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錘
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6
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顯
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③
Ω
凄
議
2
（
6
◎
Q
O
）
置
9
ζ
碧
ζ
話
雪
（
6
㊤
O
）
逡
。
。
■
鎖
・
壱
の
門
（
卜
。
O
｝
｝
）

　
ω
ω
㊤
ム
9

④
≦
霧
く
興
（
6
謡
）
①
当

⑤
箪
ζ
。
員
誌
聲
§
鳴
ミ
爲
§
ミ
N
ミ
、
ぎ
沁
Q
ミ
§
き
、
ミ
9
ヨ
σ
邑
α
q
ρ

　
N
O
一
一
。
陽

⑥
ζ
。
霞
冨
魯
（
卜
。
O
＝
）
㊤
。
。
．

⑦
本
稿
第
一
章
及
び
和
田
（
一
九
九
三
年
）
四
頁
。
但
し
、
ぎ
＝
α
q
7
角
（
N
O
O
。
。
）

　
劇
ρ
H
。
。
↓
づ
。
欝
｝
ω
も
。
は
、
宙
官
と
い
え
ど
も
完
全
に
社
会
的
に
孤
立
し
た
存
在
で

　
は
な
か
っ
た
と
い
う
興
味
深
い
指
摘
を
行
な
っ
て
い
る
。

⑧
ζ
。
巨
幕
う
（
卜
。
O
ε
鐸

⑨
　
本
稿
第
一
章
を
参
照
。

⑩
も
∩
巳
鍋
（
卜
。
O
O
刈
）
卜
。
O
P
日
〇
二
。
Q
学
。
ス
ト
。
O
O
。
。
）
ω
9

⑪
O
皿
α
q
『
8
（
お
課
）
Φ
卜
。
当

⑫
な
お
、
近
時
、
中
谷
功
治
氏
は
、
専
制
慰
主
や
窟
官
を
含
む
ビ
ザ
ン
ツ
の
「
オ

　
リ
エ
ン
ト
的
要
素
」
の
考
察
の
必
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
が
（
（
書
評
）
「
井
上

　
（
二
〇
〇
九
年
）
」
『
預
洋
史
学
㎞
二
三
九
、
二
〇
一
〇
年
、
一
　
五
四
－
七
頁
）
、

　
残
念
な
が
ら
本
稿
に
お
い
て
、
か
か
る
観
点
か
ら
の
考
察
は
現
在
の
筆
者
の
力
で

　
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。

門
付
記
M
本
稿
の
作
成
に
あ
た
り
、
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）
の
支
援
を
受
け
た
。

（
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
P
D
）
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Eutropius　and　the　Establishment　of　Eunuch　Power

　　　　　　　　　　in　the　Later　Roman　Empire

by

NAGuMo　Taisuke

　　Historians　have　demonstrated　that　the　eunuch　is　one　of　the　most

sigRificant　features　of　the　Later　Roman　and　Byzantine　Empires．　Ever　since

the　British　historian　Keith　Hopkins　published　his　seminal　1963　paper　oR　the

social　status　and　function　of　the　eunuchs，　many　studies　of　eunuchs　from　a

variety　of　perspectives　have　been　eonducted，　These　studies　include　analyses

based　on　gender；　comparisons　with　eunuchs　in　otker　empires　such　as　ancient

China；　and，　more　recently，　those　oR　court　society，　inspired　by　the　works　of

Norbert　Elias．　lt　is　still　unclear，　however，　when　and　how　eunuchs　decisively

established　their　power　in　the　Later　Roman　court　in　Constantinople．

　　In　my　opinion，　this　question　can　be　answered　by　analyzing　the　actions　of

Eutropius　as　GraRd　Chamberlain　（PraePositus　sacri　cubiculz）．　Eutropius　was

the　most　notorious　and　powerful　eunuch　during　the　reign　of　Arcadius，　and　is

now　viewed　as　the　archetypical　Byzantine　eunuch，　According　to　the　relevant

entries　in　the　Suda，　the　tenth－century　Byzantine　encyclopedia，　eunuchs　as　a

‘class’　（gevog）　increased　in　nurnber，　owing　to　the　importance　and　power　of

Eutropius．　These　entries　in　the　Suda，　resting　Qn　descriptions　by　the　fottrth－

century　historian　Eunapius　of　Sardis　（a　contemporary　of　Eutropius），　suggest

that　the　age　of　Eutropius　was　the　most　significant　epoch　ln　the　history　of

Later　Rornan　and　Byzantine　eunuchs．　Despite　the　importaRce　of　the　eunuchs

of　thjs　age，　historians　have　not　fuliy　studied　them．

　　In　this　paper，　1　examine　the　process　of　estab｝ishing　eunuchs’　power　in　the

Later　Roman　Empire　by　considering　the　legislation　and　reforms　enacted　by

Eutropius．　My　paper　is　intended　to　challenge　one　of　the　main　elements　of

Nopkins’　model　of　the　eunuchs’　power：　his　assertion　that　the　political

influence　of　the　eunuchs　in　the　Later　RornaR　court　depended　upon　their

close　relatioRships　with　the　emperors　and　the　resulting　favors，　or，　in

Hopkins’　own　words，　‘the　direct　patronage　of　the　emperorl　Through　my

investigations，　1　have　arrived　at　three　main　coRclusioRs．
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　　First，　Eutropius　was　deeply　involved　in　the　various　political　decisions　at

the　eastern　court　of　the　RomaR　Empire，　but　largest　part　of　these　decisions，

which　took　the　form　of　imperial　laws，　was　Rot　actually　rooted　in　Eutropius’

selSinterests．　As　Tony　Honor6　and　Alan　Cameron　have　already　persuasively

argued，　Eutropius　had　attempted　to　restrain　the　increasing　iRfluences　of　the

Christian　Church　and　the　landowners　in　order　to　defend　the　interests　of　the

Roman　sねte．　Some　scholars，　such　as　Sa鍛to　Mazzarino，　have　even　described

Eutropius’　attitude　as　opposition　to　the　‘feudallzing　tendenciesZ

　　AIthough　tkis　legislation　shows　the　great　extent　of　Eutropius’　power，　it　did

not　directly　establish　the　eunuchs’　power．　Therefore，　1　also　focus　on　the

reforms　enacted　by　Eutropius　in　order　to　clarify　their　significance　with

regard　to　the　empowerment　of　euRuchs　as　a　‘classZ　IR　regard　to　these

reforms，　John　Lydus，　the　sixth－century　bureaucrat，　argued　that　in　the　age　of

Eutropius，　some　important　powers，　including　the　control　of　the　arseBals

ifabricaのand　the　public　post（cursus　publicus），　were　transferred　from　the

Praetorian　Prefect　of　the　East　（Praefectus　Praetorio　Orientis）　to　the　Master　of

Office（〃lagister　のfficioru〃z）。　Eutropius　also　transferred　control　over　the

imperial　estates　of　Cappadocia　（domus　divina　Per　CopPadociam）　from　the

Count　of　tke　Privy　Purse　（comes　rerum　Privatarum）　to　his　own　position，　the

Grand　Chamberlaln．　These　reforms　were　crucial　because　they　allowed

Eutropius　not　only　to　dominate　the　consistorium　but　also　to　gain　control　of

all　imperial　finances，　without　the　imperial　patronage　that　Hopkins　argues

was　necessary．　This　led　to　a　greater　awareness　that　eunuchs　could　access

imperial　wealth　and　consequent｝y　might　have　affected　the　increase　iR　their

number．

　　Finally，　1　provide　two　possible　reasons　why　emperors　employed　more

eunuchs　in　the　age　of　Eutropius．　The　first　is　the　simple　and　most

fundamental：　status．　Since　the　Early　Roman　Empire，　possession　of　slaves　and

ex－slaves　generally　indicated　power　and　high　rank．　Emperors　were　expected

to　own　slaves，　especially　the　most　expensive　slaves，　who　were　eunuchs．　This

was　also　true　in　the　Later　Empire．　The　secoRd　reason　is　coRnected　to　the

developrnent　of　the　new　capital，　CoRstantinople．　As　the　imperial　court　in

CoRstantinople　developed，　emperors　used　an　increasing　number　of　eunuchs

to　demonstrate　their　own　position　at　the　top　of　the　imperial　hierarchy．

Emperors　atternpted　to　display　their　power　and　influence　through　this

conspicuous　possession　of　eunuchs．　Thus，　the　emperors’　motivations

coincided　with　the　reforms　of　Eutropius，　and　eunuchs’　power　was　perhaps

established　as　the　Suda　suggests．
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